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発 刊 に あ た っ て

　わたしたちは、社会にある有形無形の構造のもとで暮らしています。人と人との関係

性から文化、習慣、法律、制度まで生活の中のさまざまな場に構造があります。

　そしてこの構造のもとで、わたしたちは自覚するしないに関係なく、人や社会に対し

てさまざまな「力」を持っています。「力」と言われてイメージしがちなのは、身体的

暴力などの｢みえる力関係｣でしょう。しかし、例えば子どもとおとな、教員と生徒、

子ども同士、恋人や夫婦、職場での部下と上司、地域の人と役員などさまざまな場にお

いて「みえない力関係」が働いていて、それが抑圧につながることがあります。また、

わたしたちが何気なく使っている｢あたり前｣「普通」などと語られる文脈の中には、多

数である者が少数である者を認めないという、差別につながる決めつけや排除が隠れて

いる場合もあります。自分が多数派であることへの気づきすらない場合も多くあるので

す。

　人権学習シリーズvol．７『みえない力－つくりかえる構造－』では、生活の中にある

力の関係性を取り上げ、それを支える構造や仕組みから差別の問題を考えていきます。

　この社会で生きる限り、わたしたちもその構造を支える一人です。であるならば、構

造や仕組みの問題に気づき、変える一人にもなれるはずです。本書を使った人権学習に

よって、変化を求める一人ひとりの行動が、人権が守られた社会をつくる一歩になるこ

とを願っています。
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冊 子 の 構 成 と 使 い 方

■冊子の構成

プログラムの「左利きの国？！」は、まずわたしたちの生活の中にある事柄「左利
き」を取り上げ、そこから社会にある見えない構造について気づくプログラムです。
次に、「大人が持つ力①②」と「ＤＶを切り口に力関係を考える」「ＤＶを支えてい

るもの」は、子どもとおとなの関係や、恋人や夫婦の関係など具体的な課題を取り上げ
ることで、そこに働く力と構造との問題を考えます。
さらに、「誰の責任？」「「ふつう」がいちばん？！」で、人権をめぐる社会構造の

中での自分の位置を考え、排除や差別を生みださない社会の仕組みを変えていくことに
ついて考えていきます。
どのプログラムにも共通するのは、“構造は変えていける”というメッセージです。

■プログラムの表記

【ね　　ら　　い】  なぜそのプログラムを提供し、何を考えてもらうかが書かれています。
【キ ー ワ ー ド】  そのプログラムで学んでほしい内容を端的な言葉で表現しています。
【準 備 物】  そのプログラムを実施する上で必要なものを示しています。
【プログラムの流れ】  プログラムを構成するアクティビティ名とその概要と所要時間を紹介

し、９０分のプログラムの流れをつかんでいただきます。
【時　　　　 間】  そのアクティビティの所要時間と、1つのアクティビティの中での活動

ごとの所要時間、アクティビティの積算時間が書かれています。
【実施の詳細な手順】  プログラムを【導入】【ウォーミングアップ】【アクティビティ】【ま

とめ】と区分しています。
	 	 は、実施にあたってのファシリテーターの動きや話す内容などを時

間を追って詳しく説明しています。「●」は、ファシリテーターの動き
です。

【ポ イ ン ト】  アクティビティを進める上での補足説明、会場の形や板書の例、予測さ
れる参加者の反応とそこへの対応、ファシリテーターへの助言などが書
かれています。また実際にこのプログラムを実施した際に書かれた模造
紙の例なども入れていますので、参考にしてください。

【ワークシート、資料】  参加者に配るワークシート、カード、資料、コラムを、このままコピー
して使ってもらえるように掲載しています。
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学習プログラム

左利きの国？！

大人が持つ力①【保護者編】
子どもの権利ってなんだろう？

大人が持つ力②【支援者編】
異なる家庭背景に必要な支援とは？

DVを切り口に力関係を考える

DVを支えているもの

誰の責任？
「不公平なイスとりゲーム」から考えよう

「ふつう」がいちばん？！



めやす
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ポイント実際の詳細な手順時 間

めやす

会場の設営

ねらい

準備物

いすのみで、ファシリテー• 
ターに向かって半円形に
並べる。

※P68参照

スタート 1
  

　　　

導入

5分

今日はワークショップ形式で学んでいきます。ワークショップというのは、
講師が答えを持っているのではなく、参加者のみなさんがやりとりしなが

ら、考えを深めていく学び方です。
人権というと、難しく思われる方も多いかもしれませんが、できるだけ身近なと
ころから考えていきたいと思っています。正解があるわけではありません。みな
さんには、ふだんの言葉で、自分の思うことをおしゃべりしていただければと思

•4つのコーナーの答えの紙		•ワークシート1人1枚		•Ａ３白紙	グループに2枚
•模造紙（1/2サイズ）各グループ１枚		•マーカーセット	各グループ１セット
•資料1・2	各1人1枚	•セロハンテープ（4つのコーナーの答えを貼るために）

キーワード 社会のなかでの有利／不利
個人モデル／社会モデル

・ マイノリティ（少数者）の困難を、個人の問題としてとらえるのではなく、社会
の構造としてとらえる。

・ 多数派にとっては、あまり意識しないような社会のあり方が、マイノリティの困
難につながっていることを知る。

・ いまの社会が誰にとって生きやすい／生きにくいのかを考える。
・ 社会を変えられるものとしてとらえ、よりよい変化のための主体となることをめ

ざす。

左利きの国？！

5 分

20 分

20 分

45 分

①　導入

②　ウォーミングアップ　4 つのコーナー

③　左利きの国？！

④　まとめ　社会を変えよう

● ねらいとルールの説明など

● 質問に対する自分の考えを動いてあらわす

● さまざまな意見に出会う

●  少数派であるために不利益をこうむらない
社会を考える

プログラムの流れ

90分



左利きの国？！

めやすめやす
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Ａ３程度の紙に大きく「と• 
てもそう思う」「どちらか
といえばそう思う」「どち
らかといえばそう思わな
い」「まったくそう思わな
い」と書くと、見えやす
くてよい。

時間に応じて、参加者• 
にインタビューをする。
答えたくない人に無理
強いはしないこと。

４〜５人程度のグループ• 
に分け、座ってもらう。
可能なら、「いまの質問• 
の答えがあまり一緒にな
らなかった人とグループ
になってください」と声
をかける。

参加者には、もちろん、• 
左利きの人もいる。そ
の人には、ふだんよく使
われているプリントをや
るときとどう違うか、自
分の経験を積極的に話
してもらうとよい。

います。
そのために、３つ、お願いがあります。この場では、「協力・尊重・守秘」をルール
（約束）としたいのです。「協力」とは、おたがいに学ぶために協力しあいましょう、
ということ。「尊重」とは、それぞれのあり方や意見・思いを尊重しましょう、とい
うこと。「守秘」とは、ここで出された個人の経験や考えはこの場にとどめる（外に
持ち出さない）、ということです。

●「協力・尊重・守秘」と板書する。

今日のテーマは、いわゆる社会での「少数者」（マイノリティと呼ばれることも多い
です）にとって、なにが大変なのか、それを変えるにはどうしたらいいのか、とい
うことを考えていきたいと思います。

5分
経過

　

2
  

　　

　ウォーミングアップ　４つのコーナー

20分

では、ウォーミングアップをかねて、「４つのコーナー」という活動をやっ
てみましょう。

これからいくつかの質問をします。その質問に対して、「とてもそう思う」「どち
らかといえばそう思う」「どちらかといえばそう思わない」「まったくそう思わない」
の４つから自分の答えを選び、その紙の貼られている場所へ移動してください。
もちろん、正解はありません。みなさんが移動したら、なぜその場所（答え）を
選んだのか、少しうかがいたいと思います。

●質問の答えを会場の四隅に貼る。

●質問リスト
　＊今日はとても調子がいい
　＊価値観が違う人と付き合うのはおもしろい
　＊日本の社会は、おおむね暮らしやすい
　＊常識やマナーを身につけるのは大事だ
　＊コミュニケーションがうまくいかないのは、双方に同じだけの責任がある

＊ 自分らしさを出すより、まわりに合わせるほうが、世の中ではうまくやってい
ける

では、次の活動にうつりましょう。
グループに分かれて座ってください。

25分
経過

3
  

　　　

左利きの国？！

10分

「100ます計算」ならぬ、「25ます計算」をやってみましょう。
お配りしたワークシートの左利き用をやってみてください。
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●ワークシートを1人1枚配付し、やってもらう。

やってみていかがでしたか？　いまのは「左利きの国」であたりまえに使われ
ているプリントです。右利きの方、これで計算の力をつけなければならない

としたら、どうでしょうか。

●グループで感想を話し合ってもらう。

15分

ふだんのわたしたちの社会は「右利きの国」になっています。そのことで左
利きの人は、日常的にさまざまな不便・不利益があります。他にどのよう

なものがあると思いますか？

●A3の紙を配付し、グループで思いついたものを書いてもらう。

どのくらい出たでしょうか。左利きの不便・不利益についての資料を見て
ください。思いがけなかったものはあるでしょうか。

●資料1を1人1枚配付し、いくつか読んでみる。

20分

「100ます計算」は、タテの数字を左右両側に配置することで、左利きの人
でもやりやすくすることができます。ほかにも、左利きだからといって不便

にならないような工夫がずいぶんみられるようになってきました。
しかし、子どもが左利きだと分かった時に、まわりのおとなが右利きに“なおそう”
とすることがあります。最近は減ってきたようですが、以前は多くの左利きの子ど
もが右利きになる練習をさせられてきました。子どもが将来困ら
ないように、というのが理由のようです。
では、先ほど見たような左利きの人の不便・不利益は、こうした
個人の（社会にあわせようとする）努力によって解決されるべきこと
でしょうか？　それとも、まわり（社会）が利き手に関係なく過ごし
やすく変わることで解決すべきでしょうか。「個人の努力」と「社会
の変化」、それぞれの「利点」と「限界」を分析してみましょう。

● 模造紙とマーカー１セットを各グループに配付し、分析表を板書する。前に書
いた分析表の枠を模造紙に写してもらう。各グループで話し合い、表を完成さ
せる。

分析表
利点 限界

個人の努力

社会の変化

〔板書〕
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70分
経過

4
  

　　　まとめ　社会を変えよう

5分

今日は、左利きということを切り口に考えましたが、わたしたちの社会に
はさまざまな“少数派”がいます。そして、これまでは、少数派の側が（多

数派を中心とした）社会のありかたにあわせるよう努力をすることが圧倒的でした。
しかし、これからは、社会に人があわせるのではなく、さまざまな人がいることを
前提とした社会をつくることが大切ではないでしょうか。そのためには、多数派の
側も巻き込んで変化を起こす必要があります。
そのとき、多数派の中の個人の意識の変化や配慮を求めるのではなく、社会の
仕組みを変える、という視点から考えてみましょう。少数派だということで不利益
をこうむらないですむような「社会の変化」をうみだすために、どんな制度や仕組み
（法律）があったらいいでしょうか？　アイデアを出してみてください。

10分

●Ａ３の紙を配付し、グループで書いてもらう。

●出てきたものを全体に発表してもらう。

5分

制度や仕組みを考える、というのは難しかったかもしれません。が、個人
の意識や心がけだけではなく、社会のあり方を問うこと、どうすれば社会

が変わるかという視点をもつこと、そして、なによりわたしたちの力で社会をより
よいものに変えられる可能性があるということを、共有できればと思います。

●資料2を1人1枚配付し、紹介する。

あえて書名に「障害者に• 
迷惑な社会」という言葉
を使った人もいる（松兼
功著、1994年（平成6年）、
晶文社）。

アイデアなので、• 荒
こうとう

唐
無
む

稽
けい

なものでもかまわ
ない。　
「国会に〈少数者枠〉を義• 
務付ける法律」「少数者
向けの商品が一般商品
と同額になるための補
助金制度」など。
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*実際に配付するときは、参加者が書きやすい大きさにするとよい。

●右利き用

●左利き用

＋　３　８　５　９　２
７
　
１
　
４
　
６
　
２

４
　
５
　
１
　
６
　
８

７　３　８　２　９　＋

ワークシート



左利きの国？！

●自動販売機は硬貨投入口が右側にある（右手で投入しやすい）。

●日本の自動改札機は右側に投入口がある。

●	エレベーターのボタン、パソコンのテンキーやエンターキー、カメラのシャッターボタンなど、ほと
んどのものが右利きを前提にしている。

●	電話機の受話器は左手で持つように配置・配線がなされている。この方が右手でダイアル、または
プッシュボタンを操作したり、メモを取ったりしやすいから。

●	公衆電話ボックスの折れ戸式の扉は、左手では非常に開けにくい構造になっている（電子レンジや
コインロッカーの扉は、左手で開けてから利き手の右手で重いものを出し入れするので、左開きに
なっている）。

●	缶詰を開けるための缶切りも本来は右手で引く力を利用して開けるが、左手では押し込む操作とな
り非常に開けにくい。ただし、近年ではプルトップ式が主流になり、困難な場合は減った。

●文字の留め・跳ねなどは右手で書くことを前提としている。

●	はさみのかみ合わせは、右利き用になっており、左手では扱いづらくなっている。ただし、近年で
は左利き用や両利き用のはさみも販売されている。

●急須は持ち手の左側に注ぎ口があり、左手では外側に傾けないと注げない（左利き用もある）。

●	テストやアンケートなどはたいていが横書きで、問題が左、回答欄が右になっている（右利きの場
合問題を見ながら書き込むことができるが、左利きでは問題文が自分の手で隠れてしまうので、い
ちいち手を浮かせて確認しなければならない）。

●	日本食の食器の並べ方は、はしの握る部分を右向きに置き、左側にご飯茶碗を置くようになってい
る。

●	ボール盤（穴をあけるための工作機械）の卓上のものはドリルを下におろすハンドルが右側に付い
ており、左手での操作は非常に困難。また、電動丸ノコではモーターの右側に刃があり、右利きが
操作する場合は自身の体と刃の間にモーターが位置するが、左利きが操作する場合は刃が体に接
近しており、危険性が高い。

●	日本の警察では、警官の装備は拳銃が右、警棒が左の配置になっている。これは、左利きであっ
ても変更が認められない。

●	集団生活において、横に並んで食事をすると左利きと右利きの利き腕がぶつかるといった問題がある。

●	建物設計でも座席間の距離は、右利きの人だけが並んだことを想定している。

　個別の不便だけではなく、一般に左利き用の製品は、右利き用に対して生産数の少ないことから高
価となるので、経済的負担を強いられる場合がある。さらに、さまざまな不便からくるストレスや、器
具の操作ミスによる事故を起こしやすい、などのリスクもある。

　左利きの人は生活の多くの場面で右手を使わざるを得ないので、結果として右手もかなり使えるよ
うになってくることが多い。

資料 1
左利きの人は…
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　	　「個人モデル」とは、障害者が困難に直面するのは「その人に障害があるから」であり、克
服するのはその人（と家族）の責任だとする考え方である（6）。それに対して「社会モデル」は、
「社会こそが『障害（障壁）』をつくっており、それを取り除くのは社会の責務だ」と主張する。
人間社会には身体や脳機能に損傷をもつ多様な人々がいるにもかかわらず、社会は少数者の
存在やニーズを無視して成立している。学校や職場、街のつくり、慣習や制度、文化、情報
など、どれをとっても健常者を基準にしたものであり、そうした社会のあり方こそが障害者に
不利を強いている――と考えるのが「社会モデル」である。「障害があるから不便（差別され
る）」なのではなく、「障害とともに生きることを拒否する社会であるから不便」なのだ、と発
想の転換を促すのである。

●なぜ社会モデルか

　	　社会モデルは、さほど革新的な概念には見えない。社会に問題があるのは当然であり、今
日よく聞かれる「バリアフリー」や「ノーマライゼーション」とどこが違うのか、と思われるか
もしれない。だが「バリアフリー」という言葉の氾

はんらん
濫に比べて、多様な障害者にとって何がど

う「バリア（障壁）」なのかに関心が高まっているだろうか。スロープのようなわかりやすいシ
ンボルは別として、多くの障害者にとって切実なバリアは残ったままであるし、その理由も問
われてはいない。また「ノーマライゼーション」のかけ声の一方で、なぜアブノーマルな生
活を障害者が強いられてきたのかは必ずしも意識されていない。確かに「バリアフリー」や「ノー
マライゼーション」は、社会モデルと重なる部分を持つが、そうでない部分もある。これらの
概念は、現行社会の構成原理そのものを問うよりは、部分的改良で対処することを可とする
ものであるし、何より、社会モデルのように社会の全体像を捉えようとするものではないのだ。

　	　社会モデルはものの捉え方を変える。例として「ろう者が講座に出たいが手話通訳がない」
という状況を考えよう。「耳が聞こえないから参加できない」と考えるのが個人モデルであり、
その場合、手話通訳の用意は「例外的、恩恵的な特別措置」となる。だが社会モデルでは
そもそも主催者が多様な参加者を想定していないことが問題なのだから、手話通訳は「本来、
用意すべきこと」であり、ろう者が主催者にそれを求めるのは当然の権利だ。主張しづらい
のが現実だが、「たった一人のために予算を使えない」といった多数派の論理に抵抗し、権利
を求める根拠となるのが社会モデルなのである。

●社会モデルは別名「人権モデル」

　	　社会モデルは「人権モデル」と言いかえられるほど、人権と親和性が高い概念である（7）。
当事者運動の過程で血肉化された社会モデルの考え方は、個々の障害者が直面する問題を、
徹底して社会の文脈で捉える思想であり、運動における武器でもあった。駅の改良にせよ、
教育や就労をめぐる闘いにせよ、個人の努力や周囲の支援に頼るのではなく、社会の側の責

資料 2
「個人モデル」と「社会モデル」

10



左利きの国？！

任として解決すべきだと運動は主張してきたし、その認識を社会一般に広めようともしてきた。
「社会モデル」という言葉を使わなくとも、日本で行われてきた障害当事者運動は社会モデ
ルの視点を含んできた。障害者問題を人権の視点から捉えるならば、社会モデルは不可欠の
視点なのである。

　	（6）	個人モデルは別名「医学モデル」といい、治療やリハビリによる身体機能向上を問題解決の柱と考え、障害者は何をおいてもそ
れに専念すべきとされる。他方、社会モデルは医療を相対化し、治療も訓練も本人の選択だと考える。

　（7）	1993年に国連総会で採択された「障害者の機会均等に関する基準規則」では既に社会モデルが採用されており、「障害者権利条約」
制定に向けた動きのなかでは、社会モデルを「人権モデル」と呼ぶ提案が行われている。「障害者差別禁止法制定」作業チーム編
『当事者がつくる障害者差別禁止法－保護から権利へ』現代書館、2002 年。

　出典：「	障害者問題を扱う人権啓発」再考―「個人－社会モデル」「障害者役割」を手がかりとして―
　　　　（松波めぐみ、『部落解放研究』151 号 2003 年（平成 15 年）より抜粋）
　発行：（社）部落解放・人権研究所

11



めやす

12

ポイント実際の詳細な手順時 間

ねらい

90分
めやす

準備物

会場の設営
会場は最初からグルー• 
プ別に机とイスを並べ
ておく。
【机とイスの配置例】• 

※会場の形によっては、ファシ
リテーターがやりやすいよ
うに適宜変更するとよい。

スタート 1
  

　　　

導入

1分

今日は「子どもの権利と大人の責任」について考えます。かつて子どもだったはず
のわたしたち大人は、その頃感じていた大人への安心感や理不尽な思いをいつの

間にか忘れてしまっています。子どもは大人に対して圧倒的な弱者ですが、守られるべき
存在であるのと同時に、権利の主体者でもあります。もっとも日常的な子どもの欲求に対
して、大人が持つ「力」や「資源」とは何か。どのようにその「力」や「資源」を使うべきな
のか、または使ってはいけない「力」とは何かなど、みなさんと一緒に考えていきます。

•ワークシート１人１枚		•資料１人１枚
•のり付きふせん紙（７〜８cmの正方形）１人１０枚程度
•模造紙	各グループ２枚		•マーカーセット	各グループ
１セット		•ホワイトボードと専用ペン（黒板も可）

キーワード 子どもの権利とエンパワメント・子どもと大人の構造的な
力関係・虐待・大人の責任

・ 大人と子どもの構造的な力関係について気づく。
・ 大人がどんな「力」「資源」を使って「適切」「不適切」に子どもに関わっている

か、あるいは「力」を放棄しているかなどを具体に考え、「虐待」と「教育」「養育」
の違いについて考える。

大人が持つ力① 【保護者編】
子どもの権利ってなんだろう？

2 分

8 分

10 分

10 分

55 分

5 分

①　導入

②　ウォーミングアップ

③　大人が持つ「力」「資源」

④　子どもの権利と「力」「資源」の使い方

⑤　「虐待」と「教育」「養育」の違い

⑥　まとめ

● ねらい、進め方

● グループ分け、自己紹介

●  「力」「資源」の洗い出し

●  欲求に対しての「力」の行使と放棄、子ども
の気持ち

● 「虐待」と「教育」「養育」の違い

プログラムの流れ

大人が持つ力①は、主に
保護者を対象に行うとよ
いが、支援者を対象にも
行える。

10～30人参加人数



めやすめやす

13大人が持つ力①

ルールの説明について• 
P69を参考に伝えるとよ
い。
他にルールを付け加え• 
たい参加者がいたら付
け加える。

グループ分けする際、• 
親しい人同士のグルー
プにならないように配慮
する。
参加者が自分たちだけ• 
でグループになるのが
難しそうだったら、ファ
シリテーターがグルー
プ分けをする。
まず、例としてファシ• 
リテーターが自分の話
をする。その時に後の
ワークにつながる話題
を提供すると効果的で
ある。
グループの人数にばら• 
つきがある場合、早く
自己紹介が終わったグ
ループにはフリーで話を
してもらう。

ふせん紙への記入は、• 
単語でいいので思いつ
いたものをどんどん書
いてもらう。マーカーを
使って大きな文字で書く
ことを勧める。

1分

●ルールについて説明し、ホワイトボードの隅に板書する。「参加・尊重・時間・守秘」

2分
経過

2
  

　　　

ウォーミングアップ

1分

●4 ～ 6人程度のグループに分ける。

7分

まず、グループ内で、自己紹介をします。名前、所属、「子どもの頃に
戻って、親に言いたいこと」を一言ずつ1人1分以内でお願いします。

10分
経過

3
  

　　　

大人が持つ「力」「資源」

説明１分　グループワーク４分

ワークシートに書かれているシート1「子どもの「権利」と「力」の行使」の表
を模造紙に書き写してください。

ここに８歳（小学2〜 3年生）の「子ども」がいるとします。大人がその「子ども」より
たくさん持っている「力」や「資源」にはどんなものがありますか。先ほど話していた
だいた『親に言いたいこと』を思い出して考えてみてください。ふせん紙に書いて
模造紙の大人が持つ「力」「資源」の所に貼ってください。ふせん紙１枚に1つの言
葉を書いて、貼りながら、出された意見をグループで共有してください。

● ファシリテーターが「力」や「資源」に関する言葉（例えば「経済力」）とふせん紙に
書いて、大人が持つ「力」「資源」の所に貼る。

●ふせん紙10枚程度、ワークシート、資料を各人へ配付する。
● 模造紙２枚、マーカー 1セットを各グループに配付する。

15分
経過

4
  

　　　子どもの権利と「力」「資源」の使い方

説明5分　グループワーク45分　説明5分

では、配付した資料を見てください。

20分
経過

● 資料の１番・２番を使って、「子どものエンパワメント」「子どもの権利条約」など
について説明する。

20分

次に、子どもの権利を保障するために、その「力」「資源」を使ってやるべきこ
とについて出してください。
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ここでいう権利とは、子どもの権利条約に謳
うた

われている「生存」「保護」「発達」「参加」
の権利です。その権利を侵害する、やってはいけないことや、まったくその「力」を
使わなかった状態（放棄）も考えてください。18歳未満の子どもを対象に具体的に
イメージして考え、話し合ってください。年齢を絞った方が話し合いやすければ、
それでもかまいません。話し合った内容を模造紙に書いてください。

15分

次に、大人の「力」や「資源」のそれぞれの使い
方で、「子ども」がどのように感じ、考えるかに

ついても話し合って書いてください。

10分

●グループからの発表とまとめ

各グループから、発表してください。時間は
各グループ３０秒程度でまとめてお願いします。

65分
経過

5分

● グループからのまとめなどにもふれながら、資料の３番を使って虐待の種類や
現状について説明する。

子どもの権利を考えるとき、当事者である子どもの「参加」を保障することが
忘れられやすいです。子ども自身が権利の主体者であることを忘れないこ

とが大事です。

70分
経過

5
  

　　　「虐待」と「教育」「養育」の違い

10分

次に、これまで話し合ってきたことを踏まえて、「虐待」と「教育」や「養
育」の違いについて話し合ってください。話し合った内容はシート2のよう

に模造紙に書いて、後で発表してください。

80分
経過

6
  

　　　まとめ

10分

各グループから、発表してください。時間は３０秒程度でまとめてお願いし
ます。

子どもの育ちには、大人の関わりが必要です。大人が持つ「力」「資源」を濫
用したり、誤用したり、または使わなかったりすることがないよう、どのよう

な家庭背景の子どもであっても、大人の連携によって育ちを支援できる体制をつ
くっていくことが大切です。

虐待は、英語で“• a
ア ビ ュ ー ス
buse”

といい、力の濫
らんよう

用・誤
用という意味。このワー
クを通して、虐待の意
味を考える。資料とし
て、虐待の種類や検挙
数などをプリントにして、
配付するとより効果があ
る。

グループからの発表はグ• 
ループ数を考慮して、時
間配分を考える。

実際に作成された模造紙の例

ホワイトボードにシート• 
1の表を書きうつしなが
ら、資料を使って説明を
行うと分かりやすくなる。
まず、「経済力」などの例• 
示を使って、参加者全員
で「やるべきこと」「やって
はいけないこと」につい
て考えるとグループワー
クに入りやすくなる。



ワークシート

15大人が持つ力①

1．子どもの「権利」と適切な「力」「資源」の行使
＊18歳未満の子どもを具体的にイメージしてください。
　年齢を絞って議論する方が、考えやすければそれでもかまいません。
＊やってはいけないことには、力を放棄する状態も記入してください。

子どもの権利
・生きる
・育つ
・守られる
・参加する

大人が持つ力・資源 やるべきこと やってはいけないこと

子どもの気持ち

２．「虐待」と「教育」「養育」の違い
シート  2

シート  1

虐待 教育・養育



資料　「大人が持つ力①・②」共通

「大人が持つ力」

　１. 子どものエンパワメント 
　　	子どもが持っている力を信じること。子どもの権利が保障され、適切な関わりを得ることで、その子

どもが持って生まれてきた力が発揮できるようになること

　２. 子どもの権利条約 
　　	子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）は、子どもの基本的人権を国際的に保障するため

に定められました。1989 年（平成元年）に国連総会で採択され、日本は 1994 年（平成 6年）
に批准しています。18歳未満を「児童（子ども）」と定義し、条文は前文と本文 54条からなりたっ
ています。子どもの権利として、生存、発達、保護、参加の４つの柱があげられています。

　　(1)	生きる権利（生存）
　　　		衣食住などの基本的人権。いのちが大切にされ存続できることです。

						(2)	守られる権利（保護）
　　　			例えば、障がいがある、少数民族など、子どもは多様な存在であり、家庭背景もさまざまです。

それらの状況によって差別されたり、虐待されたりすることがないよう守られることです。

	
						(3)	育つ権利（発達）
　　　			学ぶこと、遊ぶことなどを通して、アイデンティティを確立し、「自立」「自律」していくことです。

　　(4)	参加する権利（参加）
　　　				約束事にのっとって、自由に意見を表明したり、集まって自由な活動を行えることが保障されてい

ます。
　　　　　＊参照：	日本ユニセフ協会ＨＰ　子どもの権利条約　　http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html

　　☆子どもの育つ権利について
　　	　子どもの健やかな育ちには、①から⑤までの繰り返しが必要です。特に、インターネットや携帯の

普及などメディアの多様化によって、誤った情報も含めてたくさんの情報を子どもたちが入手していま
す。健やかな育ちには、これまで以上に正しい情報を積極的に提供するとともに、その情報を読み解
く力を子どもたち自らがつけていくことが必要不可欠です。

　　　①　存在意義が認められる権利
　　　②　知る権利
　　　③　考える権利
　　　④　選ぶ権利
　　　⑤　結果を引き受ける権利
　　　　　＊参照：	GCR＠ SEAN 認定講座（Gender	Sensitive	Child	Hu-Rights）「次世代の子どもへの大人の責任力」（プログラム所

要時間12時間）より。NPO法人 SEAN	http://www.npo-sean.org
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　3. 児童虐待の種類 
　　	◆身体的虐待　殴る・蹴る・食事を与えない・戸外に閉めだす・部屋に閉じ込める　など
　　	◆心理的虐待　言葉の暴力・恫

どうかつ
喝・無視・拒否・自尊心を踏みにじる　など

　　	◆性的虐待　　性的暴力・性器を見せる・性交を見せつけたり、強要する　など
　　	◆ネグレクト（育児・監護放棄）　病気の放置・学校等に通わせない・車内に放置する　など
　　　　＊	児童虐待は、英語で“abuse”といい、力の「濫

らんよう
用」「誤用」という意味。濫用とは、ある権限（力）を与えられた者が、その権限（力）

を本来の目的とは異なる使い方をすることをさすことが多い。

　4. 児童虐待に係る事件・検挙人員（警察庁調べ 2009 年（平成 21 年）） 

　　	厚生労働省の 2000 年（平成12年）調べでは、虐待の死亡事例は 107 例（128 人）で、そのう
ち心中（未遂を含む）は 43例（61人）で心中を含めると 3日に 1人、子どもが殺されていると
いう結果であった。

加　　　害　　　者

注　1　警察庁生活安全局の資料による。
　　2　無理心中及び出産直後の嬰児殺を除く。
　　3　「傷害致死」は、「傷害」の内数である。
　　4　加害者の「その他」は、祖父母、伯（叔）父母、父母の友人・知人等で保護者と認められる者である。
　　5　罪名の「その他」は、暴力行為等処罰法違反並びに児童福祉法、児童売春・児童ポルノ禁止法及び青少年保護育成条例
　　　  の各違反である。

【5-1-6-3表】児童虐待に係る事件　検挙人員（被害者と加害者の関係別・罪名別） 2009年（平成21年）

総　　　　　　　　数
父　　　親　　　等
実　　　　　　父
養 父 ・ 継 父
母親の内縁の夫
その他（男性）

母　　　親　　　等
実　　　　　　母
養 母 ・ 継 母
父親の内縁の妻
その他（女性）

356
251
118
67
53
13

105
98
2
－
5

25
7
6
－
1
－
18
17
－
－
1

196
142
78
29
31
4

54
48
2
－
4

14
6
2
－
3
1
8
7
1
－
－

22
15
7
5
3
－
7
7
－
－
－

5
3
2
－
1
－
2
2
－
－
－

26
25
9

10
5
1
1
1
－
－
－

18
18
2
7
7
2
－
－
－
－
－

9
2
1
－
1
－
7
7
－
－
－

6
4
2
1
－
1
2
2
－
－
－

49
35
11
15
4
5

14
14
－
－
－

総  数 殺  人 傷  害 暴  行 強  姦 その他重過失
致死傷

強　　制
わいせつ

逮  捕
監  禁

保護責任者
遺　　　棄傷害致死

えい  じ

＊出典　『平成２１年版犯罪白書』
＊最新情報は法務省の犯罪白書のＨＰを参照のこと
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大人が持つ力② 【支援者編】
異なる家庭背景に必要な支援とは？

ポイント実際の詳細な手順時 間

プログラムの流れ
2 分

8 分

20 分

55 分

5 分

90分
めやす

会場の設営

準備物

ねらい

会場は最初からグルー• 
プ別に机とイスを並べ
ておく。
【机とイスの配置例】• 

④　子どもをとりまく家庭背景

②　ウォーミングアップ

①　導入

・ 大人と子どもの構造的な力関係と、大人が持つ「力」「資源」について気づく。
・ 家庭背景に関わらず、子どもの権利を保障するために、大人が「力」や「資源」

を使って、どのように子どもを支援し連携できるのかを考える。

キーワード 子どもの権利とエンパワメント・子どもと大人の構造的な
力関係・大人の責任・支援・連携

⑤　まとめ

③　大人の持つ「力」「資源」

スタート 1
  

　　　

導入

1分

今日は「子どもの権利と大人の責任」について考えます。かつて子どもだっ
たはずのわたしたち大人は、その頃感じていた大人への安心感や理不尽な

思いをいつの間にか忘れてしまっています。子どもは大人に対して圧倒的な弱者で
すが、守られるべき存在であるのと同時に、権利の主体者でもあります。もっとも
日常的な子どもの欲求に対して、大人が持つ「力」や「資源」とは何か。どのようにそ
の「力」や「資源」を使うべきなのか、様々な家庭背景によって子どもの権利が保障し

●  ねらい、進め方

● グループ分け、自己紹介

●  「力」「資源」の洗い出し

●  子どもをとりまく家庭背景によって不足する
「力」「資源」、不足を補う支援と連携

•ワークシート	１人１枚	•資料	（P16〜17）１人１枚
•のり付きふせん紙（７〜８cmの正方形）１人１０枚程度
•模造紙	各グループ1枚		•A3程度の白紙	各グループ
1枚	 	 •マーカーセット	各グループ１セット	 	 •ホワイト
ボードと専用ペン（黒板も可）

大人が持つ力②は、主に
支援者を対象に行うとよ
い。

10～30人参加人数

※会場の形によっては、ファシ
リテーターがやりやすいよ
うに適宜変更するとよい。
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19大人が持つ力②

ルールの説明について• 
P69を参考に伝えるとよ
い。
他にルールを付け加え• 
たい参加者がいたら付
け加える。

グループ分けする際、• 
親しい人同士のグルー
プにならないように配慮
する。
参加者が自分たちだけ• 
でグループになるのが
難しそうだったら、ファ
シリテーターがグルー
プ分けをする。

まず、例としてファシ• 
リテーターが自分の話
をする。その時に後の
ワークにつながる話題
を提供すると効果的で
ある。
グループの人数などに• 
ばらつきがある場合、
早く自己紹介が終わった
グループにはフリーで話
をしてもらう。

にくくなる時、どのような支援が必要なのか、皆さんと一緒に考えていきます。

1分

● ルールについて説明し、ホワイトボードの隅に板書する。
　「参加・尊重・時間・守秘」

2分
経過

2
  

　　　

ウォーミングアップ

1分

●4 ～ 6人程度のグループに分ける。

7分

まず、グループ内で、自己紹介をします。名前、所属、「子どもの頃に親
以外で印象に残っている大人とその理由について」を一言ずつ1人1分以内

でお願いします。

10分
経過

3
  

　　　

大人が持つ「力」「資源」

説明１分　グループワーク４分

ここに８歳（小学2〜3年生）の「子ども」がいるとします。大人がその「子ども」
よりたくさん持っている「力」や「資源」にはどんなものがありますか。

「力」や「資源」に関する言葉（例えば「経済力」）をふせん紙に書いてホワイトボードに
貼る。一人ひとりふせん紙に書きながら、A3用紙に貼り、出された意見をグルー
プで共有してください。

●ふせん紙10枚程度、ワークシートを各人へ配付する。
●拡大したシート1と模造紙1枚とマーカー 1セットを各グループに配付する。

15分
経過

4
  

　　　

子どもをとりまく家庭背景

説明5分　グループワーク40分　説明10分

①資料説明

5分

では次に、配付した資料を見てください。

●資料を1人1枚配付する。
● 資料の1番・2番を使って、「子どものエンパワメント」「子どもの権利条約」など

について説明する。
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②権利保障のための「力」の行使

20分
経過   

5分

書き出した「力」「資源」を使って、子どもが育つ権利を保障するために大人が
できること、なすべきことをまず話し合ってください。時間は5分です。

25分
経過

5分

虐待は、英語で“a
ア ビ ュ ー ス

buse”といい、力の濫
らんよう

用・誤用という意味です。今、み
なさんに考えてもらったように、大人は子どもの権利を保障するために多くの

「力」を持っていますが、虐待とはその「力」を濫用することです。虐待には４つの種
類があります。

●資料の３番を使って、虐待の種類や現状について説明する。

③異なる家庭背景と権利保障

30分
経過

10分

次に、シート2に書かれた１〜６までの家庭背景を、グループに1つずつふり
分けます。各グループで、シート１に書かれた表を模造紙に書き写してくだ

さい。
それぞれの状況で、不足するあるいはたくさん必要となる「力」「資源」は何ですか？
先に書いたふせん紙から選んで模造紙に貼ってください。

40分
経過

20分

それぞれの状況で不足している、あるいはたくさん必要となる「力」や「資源」
について、第三者にできること、なすべきことを考えてください。個人的な

ことでも、公的なことでも自由に話し合って模造紙に書き出してください。

60分
経過

10分

④グループからの発表とまとめ
各グループから、発表してください。時間は３０秒程度でまとめてお願いし
ます。

70分
経過

5
  

　　　

まとめ

10分

これまでのワークで、気づいたこと、感じたことを話し合ってください。

　
10分

グループで話し合ったことで、全体で共有したいと思う気づきがある人は、
ぜひみなさんに紹介し、共有してください。

子どもの育ちには、大人の関わりが必要です。大人が持つ「力」「資源」を濫
用したり、誤用したり、または使わなかったりすることがないよう、どのよう

な家庭背景の子どもであっても、大人の連携によって子どもの権利を保障し、育ち
を支援できる体制をつくっていくことが大切だと思います。

ワークシートはグループ• 
全員で見えやすいよう
に拡大して配付するとよ
い。
ホワイトボードにシート• 
1の表を書きうつしなが
ら、資料を使って説明を
行うと分かりやすくなる。

ふり分ける時に各グ• 
ループの希望をきいて
も、机の順番でふり分
けてもどちらでもよい。
まんべんなく選んでもら
うため、グループ数が6
を超える場合のみ重複
OKとする。
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不足するあるいは
たくさん必要となる「力」「資源」

家庭背景

子どもの権利保障のために、
家族以外ができること

①　父親（母親）が母親（父親）に暴力をふるうドメスティック･バイオレンス家庭

②　祖父母の介護や看護、きょうだいなどに看護や支援が必要な家族がいる家庭

③　リストラ・倒産・借金などで貧困な家庭

④　ひとり親家庭

⑤　子ども自身に、障がい（軽度発達障がいなども含む）などがある場合

⑥　保護者（親）に障がいなどがある場合

●子どもをとりまく家庭背景
シート  2

シート  1

ワークシート
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ポイント

ねらい

時 間 実際の詳細な手順
DVとは、「配偶者や恋人な• 
ど親密な関係にある、又は
あった者からふるわれる暴
力」である。「配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保
護に関する法律」において
は、被害者を女性には限定
していないが、配偶者から
の暴力の被害者は、多くの
場合女性である（P25資料
参照）。参加者の層によって
は、このことを最初に押さ
えておく必要がある。

※	暴力とは、身体的なものだ
けでなく心身に有害な影響
を及ぼす言動なども含む。
詳しくはP33〜35参照。

スタート 1
  

　　　

導入

5 分

最近は「DV」という言葉もずいぶん浸透してきました。しかし、DV=身体
的暴力だと思われていたり、被害者の気持ちや行動が理解されず二次被

害が繰り返されたりするなど、表面的な理解しかされていないところもあるので
はないでしょうか。今日は改めてDVとはどんなものかを考え、そこに働いている
力やその影響をみていきます。

•ワークシート　1人１枚
•共通資料		１人１枚
•ホワイトボードと専用マジック

キーワード 恐怖、コントロール、力関係

ＤＶを切り口に力関係を考える

5 分

10 分

（30 分）

5 分

（40 分）

70 分

①　導入

②　ウォーミングアップ 

③　夫婦げんかと DV、何が違う？

　　1）Ａさんの気持ち／行動は？

　　2）DVとはどんなものか？

④　まとめ

●  安全な場にする責任を確認する

●  「家族」のイメージを振り返る

●   恐怖や固定的な力関係、日常的に与えて
いる影響などに着目する

●  DVの構造を理解する

プログラムの流れ

・ 「夫婦げんか」とドメスティック･バイオレンス（以下、「DV」という）の違いを考え、
改めて DVとはどんなものかを考える。

・ 起こっていることだけでなく、そこに働いている力、その影響などに着目する。
・ DV を現象面だけなく、構造－力の濫

ら ん よ う

用によるコントロールであることを理解する。

準備物

ねらい

このプログラムとP28「DVを支え
ているもの」はそれぞれ独立したプ
ログラムとしても使えるが、2本立
てにすることで、より「DVと構造」
について深く考えることができる
ものとして作成している。

90分
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P69を参照して、ルー• 
ルについて詳しく伝える
のもよい。

この場で参加者が傷つく• 
ような状況を防ぐため、
参加者一人ひとりにも責
任があることを押さえて
おく。また、当事者の安
全でない自己開示を避
けるためにも、趣旨を強
調する。それでも、個
人の体験を詳しく話し出
す人がいたら、今回は個
人を癒

いや
す場としては設定

していないこと、具体的
なことは後ほど事例を通
して考える時間を用意し
ているので、それで考え
ていくことを説明し、適
切な介入を行う。

安心して参加できる雰• 
囲気づくりをするために、
「しんどくなったり、フ
ラッシュバックを起こし
そうな時には、無理に参
加し続けないで、退室
する、発言しない、寝る
（？）など自分を大切にす
る行動をしてください」と
いうコメントを加えても
よい。

隣の人、前後の席の人• 
など、ファシリテーター
がペアになるのを手伝
う。

ファシリテーターは、どん• 
な雰囲気かつかんでおく。

少し余韻を味わってもらっ• 
たり、2〜 3人にどんな感
じだったか聞いてもよい。

今回は、一方的な講座ではなく一緒に考え話し合いながら進めていきま
す。話し合いのルールは、「参加・守秘・尊重」です。

●「安全な場にするために　・参加　・守秘　・尊重　」と板書する。

ＤＶは身近な問題です。内閣府の調査では、約３人に1人の女性がDV被
害を経験していることがわかっています。ということは、ここに○人の当

事者の方がいるとも考えられます。そのことも意識しながら、一人ひとりがこの
場を安全な場にすることに責任を持って参加してください。また、今日は個人の
体験を話したり、解決を考えたりする場ではなく、ＤＶ構造や力関係について理
解を深めるという趣旨であることを理解しておいていただきたいと思います。

5分
経過

2
  

　　　

ウォーミングアップ

2分

ウォーミングアップから始めます。２人１組になってください。
これから「家族」という言葉からイメージするものを1人1分ずつ話してもら

います。準備はいいですか？　では始めてください。

3分

●1分経ったら合図し、交替してもらう。

5分

いかがでしたでしょうか。自分が経験した家族、理想とする家族、理想と
現実のギャップ、マスコミで描かれる家族･･･いろいろな話が出たと思いま

す。今日のテーマであるDVを考える上でも、自分が家族についてどんなイメー
ジを持っているかということがとても関係してきます。今話したこと、感じたこと、
聞いたことを頭の片隅に置きながら、参加してみてください。

15分
経過

3
  

　　　「夫婦げんか」とDV、何が違う？

①Aさんの気持ち／行動は？〈40分〉
グループ分け、ワークシート配付、説明5分

DVの話をすると、「そんなことはよくあること」「“犬も食わない夫婦げん
か”を大げさにしすぎ」などという反応があったりします。みなさんはどう思

いますか？　今日は何がどう違うのかを考える中でDVとはいったいどんなものな
のかを改めて考えてみたいと思います。

今からグループで話し合いながら、ワーク１をやっていきます。３〜４人のグ
ループを作ります。
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ワーク１の表を見てください。この相談は今回の学習用にいくつかの事例を
もとに構成したものです。Ａさんの相談を元に「もしこれが夫婦げんかだった

ら」「ＤＶだったら」それぞれＡさんの行動や気持ちがどうなるか考えてみてください。
夫婦げんかとＤＶの違いについて考える参考として、〈例〉を見てください。1グルー
プにつき、1つの項目を話し合ってください。時間に余裕があれば、他の項目につ
いても話し合ってみてください。

グループワーク20分

● 3 ～ 4人のグループで、表を埋めていく。グループごとに、どの項目を担当す
るかを割り当てる。

　 後で聞くグループからの意見を書き留めるために、ホワイトボードに表を書き写
しておく。

発表と説明15分

まずは①から聞いていきたいと思います。このグループではどんな意見が
出ましたか？　はい、ありがとうございます。では①について他の意見が出

されたグループはありましたでしょうか？　では②については、このグループに答え
てもらいましょう。

● ①～⑤について出された意見を聞きながら、ホワイトボードに書いた表に板書す
る。発表と説明を含め1項目3分程度。

55分
経過 ②DVとはどんなものか？〈30分〉

説明とグループワーク15分

ワーク2に入ります。表全体を見て、夫婦げんかとDVとの違いについて、
気がついたことはありますか。特にAさんの行動や気持ちへの影響、どん

な力が働いているかに注目して話し合ってみてください。

グループからの発表とまとめ10分

各グループから、発表してください。30秒くらいでお願いします。

● 発表の中からキーワードのみ（恐怖、自責、対等でない･･･など）を板書する。

資料を配る　説明5分

この資料は、今日みなさんに考えてもらったことを図式化したものです。
DVとは、一方がさまざまな力を使って恐怖や自責感（自分が悪いのではな

いか）を与え、片方をコントロールし続けるということなのです。

ファシリテーターは、ど• 
んな雰囲気かつかんで
おき、気になる意見が
出ていたらそれに備え
ておく。

最終的には、全体を通• 
してすべてのグループ
から発言してもらえるよ
う配慮する。

「力」についてイメージ• 
しにくければ、Ａさんを
ワーク1のような「気持
ち／行動」にさせている
ものは何かを考えても
らってもよい。

一方的に、行動の制限・• 
恐怖・自責感（自分が悪
いのではないか）・自己
評価の低下が起こって
いることを押さえる。

時間がある場合は、資• 
料 の 車 輪 の 外 部 で、
「ジェンダー／家族に
関する社会通念／制度」
などにより暴力が支えら
れていることを説明す
る。
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85分
経過

4
  

　　　まとめ

5分

これまで考えてきて、ＤＶへの見方、理解の仕方が変化した方、何か気づ
いたことのある方はおられますか？

● 2 ～ 3人の声を聞く。

このようにDVとは、単に身体的暴力があるかないかなどの問題ではなく、
力関係、つまり言えなく／行動できなくさせるような「力」が働いていて、対

等でない関係が固定化していることがあり、それが、その人がその人として生きる
ことを脅かすものです。ウォーミングアップで話した「家族のイメージ」とも照らし合
わせて、身近な問題として考えてもらえれば、と思います。

25

終了後、当事者や当事• 
者の周囲の人などが、
個人的に相談をしてこら
れることがある。その
場合は、自分がこの場
で話を聴くことが無責任
になってしまうことを説
明し、担当者に引き継ぐ
か、相談窓口などの情
報提供をする。

ファシリテーターのための参考資料

夫から妻への犯罪の検挙状況の推移 警察庁資料より

配偶者間（内縁を含む）における犯罪 （殺人、傷害、暴行）の被害者（検挙件数の割合）（2009年）　警察庁資料より

　2001年に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する法律（通称DV防止法）が制定され、2004年と2007年に一部
改定された。改定ごとに傷害による検挙数が増え、2009年は殺
人数が減少した。
　DVは2001年に法律が制定されるまでは、配偶者からの暴力
は夫婦喧嘩として片付けられ、被害者は援助の手立てから隔離さ
れ、被害者自身もそれを犯罪として認識できなかった。社会構造
上の弱者に向けられる、暴力の連鎖の典型であるといえる。
　妻に暴力を振るっている夫は、子どもにも暴力を振るう傾向が
高く、父親が母親に暴力を振るう様子を見せられている子供は、
そのことで心理的な暴力を受けており、支援の手が届きにくい
ことが問題にあげられる。

　2009年に男性が被害者となった殺人件数は、53件であった。
それだけを取り上げると、女性が加害者となるケースが増えた
ように見える。しかし、傷害と暴行の95％近くは男性が加害者
であり被害者は妻たちであった。暴力の連鎖による加害行為は、
こういう形でも起こっている。
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調査報告「小学生が考える女の子と男の子」＆子どもをエンパワメントする授業の効果
発行：特定非営利活動法人SEAN	教育部門「G-Free」
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Ａさんの相談を元に考える

42歳の主婦です。11歳と９歳の女の子がいます。夫婦の関係について悩んでいて･･･。
〈ワーク1〉 Aさんの気持ち／行動は？

表全体を見て、夫婦げんかとDVとの違いについて、気がついたことはありますか。
特にAさんの行動や気持ちへの影響、どんな力が働いているかに注目して話し合ってみて下さい。

〈ワーク２〉 DVとはどんなものか？

Ａさんの相談内容 夫婦げんかだったら･･･？ ＤＶだったら･･･？

（例）夫はわたしが友達と会った
り、実家に行ったりするのを嫌が
ります。外出していると、何十通と
メールが来るし、帰るとものすご
く不機嫌です。

①夫は切れると大声を出して怒
鳴ったり、家の中の物を壊したり
します。子どもが言うことを聞か
なかったり、自分の思い通りにい
かないと不機嫌になるので････

②直接手をあげられたのは一度で
す。わたしが「働きたい」というと
「家事、子どものことが完璧にでき
るのか」というので「協力するのが
家族ではないの？」と反論すると「俺
をバカにしているのか?!」と････

③セックスを拒否すると不機嫌に
なったり、「生活費を渡さない」な
どと言われます。避妊もなかなか
してくれません。

④子育てや普段の生活で、意見
や価値観が違うと「オマエの考え
方はおかしい」「そんなオマエを
育てた親も非常識だ」と徹底的に
否定されます。

⑤先日は風邪をひきましたが、高
熱でふらふらしながら食事だけは
作っていました。2～3日続くと、
家の中も散らかったままぐちゃぐ
ちゃで、夫は不機嫌になり、「離婚
だ！」と言われました。

（例）わたしにだってつきあいがあ
るし、外出する。時々は、おみやげ
を買ったり、「ありがとう」と言って
機嫌をとる。メールは無視、不機
嫌もそのうち収まるのでそっとし
ておく。

（例）外出してもすごく気になって
上の空になったり、自分が悪いこ
とをしているような気持ちにもな
る。外出は極力控えるか、夫に見
つからない時間にする。

ワークシート



DVを切り口に力関係を考える

●パワーとコントロールの車輪

　DVの問題は身体的暴力だけでなく、男性が社会的・経済的・肉体的な優位性を利用して、身体的暴力
とそれ以外の心理的暴力・経済的暴力等をたくみに操り、弱い立場の女性を支配しようとするその構造
です。この構造を車輪に見立てて表現したのが下の図です。

　車輪の軸（中心）にいる男性がそのパワー（社会的な影響力、経済力、体力）により女性に影響を及ぼ
し、女性をコントロール（支配）しようとします。車輪の表面で見えやすい身体的暴力は、内側の見えにくい
心理的暴力等と組み合わさることで、女性を支配する威力を増大させます。さらに車輪の外側には、男性
の「パワーとコントロール（力と支配）の車輪」がスムーズに回転するよう助ける社会的な要因があること
を示しています。

　被害者が逃げ出さないようコントロールする方法のひとつとして、暴力をふるったあとで、別人のよう
にやさしくふるまうことがあります。被害者に謝って「もう二度としない」と言うのです。しかし、時間が経
つと再び暴力をふるうという行動を繰り返すのです。

注）この図は、米国ミネソタ州ドゥールース市のドメスティック・バイオレンス介入プロジェクト作成の図を引用した「夫（恋人）
からの暴力」調査研究会著『ドメスティック・バイオレンス』（有斐閣発行）に掲載されている図を、著者の許可を得て、神奈
川県立かながわ女性センターが加筆修正したものです（同センター『女性への暴力に関する調査研究報告書』より）。

出典：『脱暴力宣言』、2008年（平成20年）
発行：堺市男女共同参画推進課

援助システムの
不備

身体的暴力

パワーと
コントロール
（力と支配）

身体的暴力

社会的隔離 心理的暴力

経済的暴力

性的暴力

子どもを
利用した
暴力

強要
脅迫
威嚇

男性の
特権を振り
かざす

過小評価
否認

責任転嫁 性別役割分業の
強制

結婚に関する
社会通念

世帯単位の
諸制度

子供をめぐる
社会通念

経済的自立の
困難

外部社会

共通資料
DVはパワーとコントロール（力と支配）の関係
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ポイント実際の詳細な手順時 間

ねらい

DVとは、「配偶者や恋人な• 
ど親密な関係にある、又は
あった者から振るわれる暴
力」である。「配偶者からの
暴力防止及び被害者の保
護に関する法律」において
は、被害者を女性には限定
していないが、配偶者から
の暴力の被害者は、多くの
場合女性である（P25資料
参照）。参加者の層によって
は、このことを最初に押さ
えておく必要がある。

※	暴力とは、身体的なものだ
けでなく心身に有害な影響
を及ぼす言動なども含む。
詳しくはP33〜35参照。

スタート 1
  

　　　

導入

5分

最近は「DV」という言葉もずいぶん浸透してきました。しかし、DVが個人
的な事件であると思われていたり、被害者の気持ちや行動が理解されず

二次被害が繰り返されたりするなど、表面的な理解しかされていないところもあ
るのではないでしょうか。今日はDVが当事者間だけの問題ではなく、それを支
えている社会の構造について考え、暴力を支えるのをやめるために一人ひとりが
できることを考えてみたいと思います。

•ワークシート１・２　１人１枚
•共通資料（P27）と資料　1人１枚
•ホワイトボードと専用マジック

キーワード 二次被害、DV神話（間違った思いこみ）
社会構造、ジェンダー

・ ドメスティック･バイオレンス（以下「DV」という。）に関する神話や二次被害
について知る。

・ DV が当事者間の問題だけではなく、周りの意識や制度など暴力を支えている
構造の問題があることに気づく。

・ 暴力を支えることをやめるとはどういうことか考える。

DVを支えているもの

5 分

20 分

15 分

40 分

10 分

①　導入

②　ウォーミングアップ

③　二次被害はなぜ起きる？

④　断ち切る「なぜ」から、つながる「なぜ」へ

⑤　まとめ

● 安全な場にする責任を確認する

● 2種類の「なぜ」について体験してみる

● 二次被害発言を手がかりにＤＶを支えてい
る構造を知る

●  想像力や情報を使って、つながること（＝暴
力を支えるのをやめること）を考えてみる

プログラムの流れ

90分
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めやす
	• P69を参照して、ルー
ルについて詳しく伝える
のもよい。
この場で参加者が傷つ• 
くような状況を防ぐた
め、参加者一人ひとり
にも責任があることを押
さえておく。また、当
事者の安全でない自己
開示を避けるためにも、
趣旨を強調する。それ
でも、個人の体験を詳
しく話し出す人がいた
ら、今回は個人を癒

いや
す

場としては設定していな
いこと、具体的なことは
後ほど事例を通して考え
る時間を用意しているの
で、それで考えていくこ
とを説明し、適切な介
入を行う。
安心して参加できる雰• 
囲気づくりをするために、
「いろいろなことを思
い出してしんどくなりそ
うな時には、無理に参
加し続けないで、退室
する、発言しない、寝る
（？）など自分を大切に
する行動をしてくださ
い」というコメントを加え
てもよい。

隣の人、前後の席の人• 
など、ファシリテーター
がグループになるのを
手伝う。

ファシリテーターは、どん• 
な雰囲気かつかんでおく

参加者の反応も聞き、• 
やりとりしながら進める。

今回は、一方的な講座ではなく一緒に考え話し合いながら進めていきま
す。話し合いのルールは「参加・守秘・尊重」です。

●「安全な場にするために　・参加　・守秘　・尊重　」と板書

ＤＶは身近な問題です。内閣府の調査では、約３人に1人の女性がDV被害を
経験していることがわかっています。ということは、ここに○人の当事者の方

がいるとも考えられます。そのことも意識しながら、一人ひとりがこの場を安全な場
にすることに責任を持って参加してください。また、今日は個人の体験を話したり、
解決を考えたりする場ではなく、DVを支えている周りの意識や制度など、社会構造
への理解を深めるという趣旨であることを理解しておいていただきたいと思います。

5分
経過 2

  
　　　

ウォーミングアップ

2分

ウォーミングアップから始めます。３人１組になってください。
これからまず1人が、1分間「最近失敗したこと」を話してください。あま

り深刻でない失敗談にしてください。聞き手（2人）は、ところどころで「なぜ○
○?」という質問だけをしてください。では始めてください。

3分

●1分経ったら合図し、交替してもらう。

5分

いかがでしたでしょうか。「なぜ？」と聞かれてどんな気持ちになりました
か。おそらく気持ちのいい「なぜ？」とそうでない「なぜ?」があったのでは

ないでしょうか？　何が違ったのでしょうか？

「なぜ」という言葉には、「なんでそんなことしたの?!」というその人を責め
たり、非難したりするもの、「もっとあなたのことを知りたい」というつな

がりを示すものがあると思います。非難の意味で使う「なぜ」は二次被害になる
場合があります。

15分
経過

3
  

　　　

二次被害はなぜ起きる？

グループ分け、ワークシート1配付、説明5分

ＤＶはよく個人的な問題にされてしまいがちですが、実は、ＤＶを助長し、
支えている構造があります。そして、その構造の構成員として私たちがい

ます。今回は、その構造を知るにあたって、まず「二次被害」発言を手がかりに考
えていきたいと思います。「二次被害」とは、誰かに話したときに、話した人が、
それでまた傷つけられる、辛くなってしまうといった経験です。
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ワークシート１を見てください。

●Ａさんの相談を読み上げる。誰かに読んでもらってもいい。

個人作業　5分

それでは、まず個人で、Ａさんが周りに相談したとき、よくありがちな発言を
考えて吹き出しに書いてみてください。5分時間をとります。

グループワーク　10分

グループで、どんなことを考えたか共有してください。

発表と説明20分

まずは「Ａさんの母」から聞いていきたいと思います。このグループではど
んな意見が出ましたか？　はい、ありがとうございます。では「Ａさんの母」

の発言について他の意見が出されたグループはありましたでしょうか？　では「夫
の親」については、このグループに答えてもらいましょう。

● どのような意見が出たか、グループをまわって質問する。

● ポイントを絞って板書する。ワークシート2を配付する。

ワークシート２の「DV神話と実態」を見てください。これはＤＶ神話（＝ＤＶ
についての間違った思いこみ）の代表的なものです。今まであげてもらっ

た発言はだいたいこれに集約されると思います。二次被害は、ＤＶ神話を信じて
いて、それに基づいてなされる発言だといえます。また、ジェンダーへのとらわ
れも大きく関係します。共通資料を見てください。

● 共通資料を配付し、読み合わせる。

● コラムを配付する。

このようにＤＶ神話は、社会的な問題であるＤＶを正当化や軽視したり、被
害者の責任にし、ＤＶの本質的な問題や社会の構造を見えにくくさせたり、

被害者を孤立させたりする働きをしています。

55分
経過 4

  
　　　断ち切る「なぜ？」からつながる「なぜ？」へ

説明　5分　グループワーク15分

代表的な二次被害発言「なぜ離婚しないの？」で詳しく考えてみましょう。最
初にウォーミングアップでやった2つの「なぜ」を思い出してください。二次

被害発言での「なぜ離婚しないの？」は、「本当にいやだったら離婚するはず」「離婚
しないあなたにも責任がある」と非難し、拒絶を表す「なぜ」になっています。これ
をつながる「なぜ」にしていきましょう。

最終的には、全体を通• 
してすべてのグループ
から発言してもらえるよ
う配慮する。
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つながる「なぜ」は、想像力や情報を使いながら、自分の頭で考えてみることか
ら始まります。今からグループで話し合いながら、ワークシート２の2番をやっ

ていきます。先ほどのグループで、Ａさんがなぜ離婚しない（できない）のかを考え、
理解しようとしてみてください。その上で、Aさんとつながるためにどんな言葉を投げ
かけたらいいかを考えてみてください。

75分
経過 5

  
　　　まとめ

15分

どんな話し合いになったでしょうか。1グループ30秒以内で発表してください。

● 各グループから発表してもらう。

もちろん、最終的にどう行動するかを決めるのは当事者です。でも、それ
は「あなたのことだから私には関係ない」という態度とは違います。

　最後に、これまで考えてきたように社会にはDVを支える構造があります。そ
れ故に、社会の責任として解決していく必要があるのではないでしょうか。たとえ
ば、被害を受けている女性が安心して生きていくことや回復していくための社会
的な支援システムが必要です。
　そして、DVを支える構造を変えていくためにも、まず、その構造を構成してい
る私たちが被害者を孤立させない、DVを支えることから降りることが大切です。
その一歩、断ち切る「なぜ」から「つながり続ける」ということをこの学習をきっかけ
に考えてみてください。
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1．Aさんが周りに相談した時、よくありがちな発言について考えてみてください。

●Aさんの相談〈いくつかの事例をもとに再構成したものです〉

　42歳の主婦です。11歳と９歳の女の子がいます。夫婦の関係について悩んでいて･･･。
　夫は切れると大声を出して怒鳴ったり、家の中の物を壊したりします。子どもが言うことを聞か
なかったり、自分の思い通りにいかないと不機嫌になるので、わたしも子どもも、夫を怒らせない
ようにすごく気を遣っています。夫を怒らせたくないばかりに、子どもにきつく言ってしまうこと
もあります。
　直接手をあげられたのは2～3度です。わたしが「働きたい」というと「家事、子どものことが
完璧にできるのか」というので「協力するのが家族ではないの？」と反論すると「俺をバカにして
いるのか?!」と････。それ以来、働くことについては言わないようにしていますが、他のことでも
怒らせるとまた暴力をふるわれるのではないかと思うようになって、びくびくするようになってし
まいました。
　セックスを拒否すると不機嫌になったり、「生活費を渡さない」などといわれます。避妊もして
くれないので二度妊娠をしてしまいました。妊娠がわかると「堕ろしてこい」の一言です。正直こ
のことについては、身も心も傷ついてしまって今でも思い出すと恨みの気持ちを持ってしまいます。
　先日は風邪をひきましたが、高熱でふらふらしながら食事だけは作っていました。2～3日続く
と、家の中も散らかったままぐちゃぐちゃで、夫は不機嫌になり、「離婚だ！」と言われました。
わたしは離婚したいかどうかもわからない。夫は怖いけど、わたし一人で子ども二人を育てていく
自信もない。これまでずっと夫から「オマエの考え方はおかしい」と責められることも多かったの
で、「こんな非常識なわたしが子どもを育てていいんだろうか？」とか「こんなだめなわたしが外
で働くなんてことは無理」と思ってしまいます。

Aさんの母： 夫の母：

友達：

Aさん

子どもの担任：

相談機関：

お

ワークシート1
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2．Ａさんがなぜ離婚しない（できない）のかを考えて理解してみましょう。
その上で、Aさんとつながるためにどんな言葉を投げかけたらいいかを考えてみてくだ
さい。
●障壁やリスクと考えられるもの ●守られているもの、メリットと考えられるもの

神話① 深刻な身体的暴力は別にして、他の暴力は被害者が大げさに騒ぎすぎでは？

実　態 身体的暴力だけがDVではない。様々な形態の暴力が組み合わさったもので、力の濫用による支
配とコントロールである。

神話② 夫婦（恋人同士）の問題なんだから当事者間で解決すべき問題なのでは？

実　態 当事者間の問題だとされることで、DVは密室の中でエスカレートする。
解決には第3者の介入が必要。

神話⑤ 子どものためにも別れない方がいいのでは？

実　態 DV加害者の多くが、子どもの前で、あるいは子どもに直接暴力をふるっている。
DVを目撃することは子どもにとって虐待である。
　　→子どもにとっては、「子どものために」別れられても、「子どものために」別れずに我慢

されても、理不尽な責任を負わされることになる。「子どものために」ではなく、自分自
身の人生の選択として別れるか別れないかを考えるべき。

神話③ 夫や恋人が暴力をふるうのは、女性の側にも原因があるのでは？

実　態 暴力はふるう側の責任、暴力をふるわれてもいい人はいない。
　「女性の側にも原因」の中身に「妻はこうあるべき」という考えは潜んでいないか？　
　　→ジェンダーとDVの関係について（コラム参照）

暴力をふるう側は、他の場面でも同じようにふるまっているか？　
　　→相手と場所を見て、暴力という手段を選んでいる

神話④ 暴力をふるう夫や恋人もいつかは変わる可能性があるのでは？

神話⑥ 本当に暴力がいやならいつでも逃げられるのでは？

実　態 DV加害者は妻と別れようとしない。別れる時が一番の危機。
経済的自立の困難／社会の偏見（家族、結婚などについての社会通念など）
被害者心理（学習性無力感、生き延びるための手段）／これまで積み上げてきたものの喪失の危機

実　態 加害者の自覚がない限り、周りがいくら努力しても変わることは稀である。

DV神話と実態

まれ

らん よう

ワークシート2
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コラム
「ＤＶと社会の責任」

　 　加藤伊都子（フェミニストカウンセリング堺）

●責任転嫁と暴力の正当化

　	　妻に暴力をふるった経験のある男性の３割が、暴力をふるったのは「相手が自分の言うこと
を聞かないので行動でわからせようとした」と答えている。同様に、３割の男性が、暴力をふるっ
たのは「相手がそうされても仕方がないことをしたから」と答えている。

　	　「暴力をふるったのは妻が○○したから」という言い方は、あたかも妻の行動が暴力の原因で
あるかのようだが、そうではない。暴力の原因は「妻の行動しだいでは暴力も許される、あるい
は必要である」とする夫の考え方にある。それを不問にし、妻の行動を云

うんぬん
々するのは責任転嫁で

あり暴力の正当化である。

●周囲の人々の言葉

　	　こうした責任転嫁と暴力の正当化は、被害者の周囲の人によっても行われる。多くの被害
者は周囲から「夫を怒らせないようにしろ」「夫婦だから仕方がない」などと言われている。
中にははっきりと「暴力をふるわれるのはあなたに責任がある」と言われている被害者もいる。
「女性が口答えをしたら、男性が叩くのは当たり前」と言われた被害者もいる。これら周囲
の人々の言葉から伝わってくるのは、夫婦間での暴力は当たり前のことであり、妻はそれを
我
が
慢
まん
しなければならない、それがいやなら夫を怒らせないようにしなければならないという

ものである。

●「男は仕事、女は家庭」という性別役割社会

　	　いまだに９６％以上の女性が結婚時に夫の氏に変更しているのだが、ここに示されるのは、
夫婦の代表は夫であるとする社会通念である。この通念を支えているのは「男が主、女は従」
とする考え方である。男と女とでは果たすべき役割が異なるとする、このような考えを性別役
割意識という。代表的なものが「男は仕事、女は家庭」である。男性の役割は稼ぐことにあり、
女性の役割は、衣食住を始めとする家庭の運営にあるとする考え方である。この考えに賛成
する人は年々少なくなる傾向にあるが、社会の仕組みは今も変わっていない。労働人口の４
割を女性が占めている現在でも、その働きは正当に評価されず家計補助の位置づけのままで
ある。そのため働く女性の半数がパート、アルバイトなどの非正規雇用であり、年収の平均
は男性の６割程度でしかない。
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●男女間の力の差

　	　こうした男女間の格差は賃金格差だけではない。女性社長は全社長の 10 人に 1 人、女性
管理職は全管理職の８％という数字に示されるように、社会的地位でも歴然とした差がある。
国会議員を始めとする政策決定の場にいる女性の割合も 1 割強程度である。これらの差は、
この社会における男女間の経済的力、社会的力の差である。そして性別役割社会では、稼ぐ
以外の家庭責任は、衣食住の管理から家計のやりくり、家族成員の情緒の安定まで、すべて
が女性の責任とされている。

●性別役割意識が女性に強いるもの

　	　結婚式で花嫁に贈られる「彼が仕事に専念できるようにあたたかい家庭を作ってください」
という言葉は「仕事以外のことで心配をかけるな」「よきサービスを家庭に用意せよ」という
意味である。だが、家庭は生活の場であり、問題や葛藤、不調や不幸と無縁ではない。にも
かかわらず、自分が主で、妻は従と考えている夫たちは、自分の要求や気持ちが優先されて
当然と考え、そうならないのは妻が十分に役割を果たしていないからだと考える。実際に夫
から妻への暴力の多くが、こうした性別役割意識に基づく不平不満を口実にふるわれている。
妻たちは暴力が始まらないように、あるいは早く終わるようにと、夫の顔色をうかがい、結果
としてますます性別役割から逃れられなくなっていく。

●暴力を許している責任

　	　このような状況にある妻たちに「本当にいやなら別れられるはず、別れないのはそれほどい
やではないからだ」という言葉がなげられることがある。しかし夫を怒らせないことを優先さ
せてきた妻たちは、暴力的環境から脱け出し、自立するために必要な経済的な力、社会的な
力を奪われ続けているのである。そして家庭の外も家庭の中と変わらない性別役割社会であ
る。逃げられないのは、彼女たちの責任ではない。女性への暴力を許している責任は、性別
役割を是認し続けてきた、そして女性たちに性別役割への適応を強いてきた社会の側にある。
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会場の設営

準備物

36

ねらい

90分

会場はスペースに余裕• 
のある場所を選ぶこと。

イスを輪になるように内• 
向きに並べておき、参
加者に座ってもらう。

このプログラムを実践• 
する上での参考図書と
して『反貧困学習』大阪
府立西成高等学校著、
2009年（平成21年）、解
放出版社がある。

•シート　必要な枚数		•「A」と書いた紙（いすに置く）	
•プラカード　必要数	•ワークシート１〜2　１人１枚
•ワークシート3　1グループ1枚	•資料１〜5　１人１枚
•模造紙各グループ1枚
•マーカーセット各グループ1セット		•イス		•CDデッキ		
•音楽		•ホワイトボードと専用ペン（黒板も可）　

キーワード 構造、特権、公正

誰の責任？　
「不公平なイスとりゲーム」から考えよう

2 分

8 分

15 分

10 分

15 分

40 分

①　導入

②　ウォーミングアップ 

③　不公平なイスとりゲーム

④　ゲームのふりかえり

⑤　カフカの階段

⑥　まとめ

●  ねらい

●  グループ分け、自己紹介

●  貧困の構造の疑似体験

●  自己責任、社会の責任、 公正な社会づくり

プログラムの流れ

・ ワークショップを通して、貧困問題を社会構造の問題として実感する。
・ 「自己責任」と「社会の責任」について考える。
・ 貧困を生みださない社会の仕組みを考える。

準備物

ねらい

スタート 1
  

　　　

導入

2分

今日は「不公平なイスとりゲーム」というワークショップを通して、「貧困の
構造」を疑似体験してもらいます。そして、そこで感じたことや気づいたこ

とをふりかえりながら、実際にわたしたちの社会の中で起こっている問題について
考え、どうすればすべての人がもっと安心して暮らしていける社会になるのかを考
えてみたいと思います。

このプログラムには、進
行役以外に、ルールを渡
したりゲームの音を操作
するスタッフがいること
が望ましい。
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誰の責任？ 37

ルール説明は、P69を参• 
考にして伝えてもよい。

AチームとBチームのグ• 
ループ数は、だいたい
同じぐらいが望ましい。
どのグループがAチー
ムでどのグループがB
チームかをはっきりと示
すこと。

イスは外向きに輪に並• 
べる。イスの数は例え
ば参加人数が３０人なら
２０席置く。（参加人数
によってイスの数は増減
させること。）
２０席のうち６席（３０％）• 
にだけＡと書いた紙を
ばらけるように座席にお
く。A（専用）席の数の
割合によって座り方の結
果に大きな差がでる。A
席の数の割合を初めか
らあまり大きくしすぎな
いこと。

【プラカードの例】	

誰がAかわかればよいので、
名札などを使ってもよい。

参加困難との申し出が• 
あった場合、音楽係りな
ど違う役割でワークに参
加してもらう。
Aチームの人にはBチー• 
ムの人に聞こえないよう
にどの席に座ってもいい
ことや秘密のルールを
確認すること。

●「参加・尊重・時間・守秘」について説明し、板書する。

2分
経過

2
  

　　　

ウォーミングアップ

8分

自分は今までの人生で「得してる」と思うことと「損してる」と思うことを比
べると「得してる」割合は何％になるかを考えてみてください。グループ

分けするために輪になって並んでもらうので、深刻に考えず、できれば何十何％
という数字を直感的に思い描いてください。
では、他の参加者と自分は何％と言い合って、％の多い順に、このイスの内側
にわたしのいるところから時計回りに輪になって並んでください。

●並び終わったら割合の最も高い人と低い人に簡単にインタビューする。

次に、割合の高い人から順に５人ずつのグループを作り、イスを移動し
て小さな輪になって座ってください。

割合の高い人のグループをAチーム、割合の低い人のグループをBチームとし
ます。それでは、各グループで自己紹介をしてもらいます。Aチームのグルー
プは「最近得したな」と思うことをBチームは「最近損したな」と思うことを紹介の
中に入れて1人３０秒でお願いします。

10分
経過

3
  

　　　不公平なイスとりゲーム

15分

それでは「不公平なイスとりゲーム」を始めたいと思います。まずイスを外向
きにして1つの輪をつくってください。イスとりゲームはみなさんも知ってい

るとおり、イスの周りを回り、音楽が止まったらイスをとりあい座るというゲームで
す。ただし、AチームとBチームでは参加のルールが違います。Aチームの人はわ
たしのところにルールの説明文と首からぶら下げるプラカードをとりにきてくださ
い。Bチームの人は会場の後ろ側にいる人からルールの説明文をもらってください。
ただし、ゲームに参加するのが難しい方は始めに申し出てください。

● Ａ・Ｂチームの各人に配付物を渡し、ルールを説明する。配付物は、Ａ（シート
〈ルール〉・プラカード）、Ｂ（シート〈ルール〉）。

まず、Ｂチームの人はイスの周りに立ってください。次にＡチームの人はＢ
チームの人の間に入るように立ってください。

それではゲームをスタートします。

A
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●音楽をかける。

「はい、みなさんイスの周りを回ってくださいよー」「みなさん頑
が ん ば

張って」「Ｂ
チーム頑張ってください」「Ａチーム頑張ってください」

●秘密のルールどおりに音楽をストップする。

Ａチームで座れなかった人はもう一度ゲームに参加できます。Ｂチームの人
で座れなかった人は残念でした。もうゲームには参加できません。

● イスの数を15席に減らし、Aと書かれた席を５席にする。（Aの席の割合は33%
とする。）

それではゲームを再開します。

●音楽をかける。

「Ｂチームの人、今度は頑張ってくださいよ」「Ａチーム頑張ってください」

●秘密のルールどおりに音楽をストップする。

Ａチームで初めて座れなかった人はもう一度だけゲームに参加できます。Ｂ
チームの人で座れなかった人は残念でした。もうゲームには参加できませ

ん。どんどんBチームの人は減っていますね。
Ｂチームで座れた人は不利な中でよく頑張っていますね。みなで拍手しましょう。次
もぜひ頑張ってください。

●３度目は１０席に対してA専用席は４席とする。（Aの席の割合は４０%とする。）

これで最後のゲームとします。それではゲームを再開します。

●音楽をかける。

「Ｂチームの人で残っている人、まだ席は残っていますよ。頑張れば座れま
すよ」「Ａチーム頑張ってください」

●秘密のルールどおりに音楽をストップする。

最後に座れた人はこのゲームの勝者です。おめでとうございます。どちらの
チームの人が残りましたか。

それではゲームのふりかえりをするので、各グループで机を1つ出してその周りに
グループごとに座ってください。

●机をグループの数だけ出し、進行役の横にはホワイトボードを出す。

秘密のルールに気づか• 
れないようにいろんな声
を全体にかけること。

進行役が音楽を止めて• 
もいいが音楽係が進行
役の合図を聞いて止め
るほうがよい。

ここでもBチームの人に• 
秘密のルールが気づか
れないようにいろんな声
かけをすること。

机はグループに2本ある• 
と、後の活動がしやすく
なる。



25分
経過

4
  

　　　ゲームのふりかえり

40分

● 1回目・2回目・3回目の全体の席の数と、A専用席の数をホワイトボードに書く。

●模造紙１枚とマーカーセットを各グループに配付する。

前のホワイトボードを見てください。イスの数はこのように減らしていきまし
た。まず、ゲームの中で、どんなことが起こりましたか？　模造紙に黒の

マーカーで書いてください。
また、そのときどんなことを感じたり、考えたりしましたか？　できごとの周りに黒と
赤以外の色のマジックで各自5分間程度で書きこんでください。
次に、Ｂチームの人は何が不公平だと思いましたか？　Ａチームの人は何が有利だと
感じましたか？　5分程度グループで話し合って、赤のマーカーで書いてください。
それでは、Bチームのグループから話し合ったことを発表してください。

● グループの発表の中から出てきた意見を、簡潔にホワイトボードに書きとめる。

次に、Aチームのグループも発表してもらいます。実は、このゲームにはB
チームの人にはまだ知らされていない秘密のルールがあります。

●先ほどと同様に、グループの中から出てきた意見をホワイトボードに書きとめる。

他のチームの人の発表を聞いてどう感じましたか？　不利なBチームの人は
いろいろな「努力」をしても座れなくなっていき、Aチームの人は有利な条件

の下で「余裕」をもって競争に参加していたといえますね。

● ワークシート１を１人１枚配付する。

ではまず、「イス」について考えてもらいます。ワークシート１に従って、
「イス」が社会で何を象徴しているかを各グループで5分程度話し合ってく

ださい。

● 各グループの意見を発表してもらう。

「イス」が仕事や雇用を象徴していると考えてみると、A専用のイスはあるレ
ベル以上の技術や知識をもっていないと就けない仕事と考えることができま

す。イスが減るごとに、全体のイスの中に占めるA専用席の割合が大きくなるよう
にしました。これは経済がグローバル化した中で、国内の製造業が生産拠点を人件
費の安い海外に移転していることを示しました。

● ワークシート２を１人１枚配付する。
次に「社会におけるチーム分け」について考えてもらいます。まず、社会で
はどんな人たちが「不利なBチーム」に入ると思いますか？　5分程度話し

合ってください。

誰の責任？ 39

起こったできごとは模造• 
紙の全体を使って書くよ
うに伝えること。

Bチームの発表について• 
書きとめる際に、項目と
して「座れるイスと座れ
ないイス」「再チャレンジ
の機会」を書き、そのと
きの参加者の気持ちも
書き込んでいく。
Aチームの発表の際に、• 
「情報」の項目を付け加
える。
他のチームの意見につ• 
いて感じたことを何人か
にインタビューするとよ
い。

「イス」についてさまざま• 
な意見が出るが、どの
意見も尊重すること。
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● 各グループの意見を発表してもらい、ホワイトボードに書きとめる。

わたしたちの社会には実際に様々な要因で不利なチームに入らざるを得な
い人たちがいます。2008年（平成20年）に起きた世界金融危機以後、日本

では多くの非正規労働者が解雇される「派遣切り」がなされました。
イスが一度に減ってしまい、多数の製造業の派遣労働者等が仕事を失い、そして
住むところさえなくしてしまった人もいました。
ワークシート２の自己責任VS社会責任の上の表のカッコに「非正規労働者」と書い
て、その人たちが不利なチームに入った「自己責任」の部分と「社会の責任」の点を出
し合って書いてください。

● 各グループの意見を発表してもらい、ホワイトボードに書きとめる。

● 資料１・２を1人１枚配付し、しばらく個人で読んでもらう。

資料から読みとれることは、労働者全体に占める非正規雇用者の割合が増
加傾向にあり、特に若者と女性に顕

けんちょ

著であることです。２００９年（平成21年）
は「派遣切り」により失業率が増加し、非正規雇用の仕事にさえ就けなくなっている
ことです。
体験したイスとりゲームについて思い出してください。不利なチームに入った人は、
有利なチームに入った人以上に考えて行動しようとしても「ゲームの仕組み」でイス
に座ることができなくなりました。「社会の責任」を問題視せずに「努力が足りないか
らだ」と「自己責任」だけを当事者に押し付けていては、誰もが安心して暮らしていけ
る社会にはならないのではないでしょうか。

● ワークシート２の下の表を空白にしておくので他の不利なチームに入る人たちに
ついても各自で考えていってほしいと伝える。

65分
経過

5
  

　　　カフカの階段

15分

●ワークシート３を各グループに1枚配付する。

次に考えてもらうのは「野宿者ネットワーク」の生
いく

田
た

武
たけ

志
し

さんが考えられた
「カフカの階段」というものです。まず、資料３を読んでください。そして、

左側のどんなことが重なると人は「ホームレス」の状態になってしまうかをグループ
で考えて（　　）の中にあてはまるできごとを書いてください。時間は5分程度で
お願いします。

● 各グループの意見を発表してもらい、ホワイトボードに書きとめる。

●例を紹介する
　 失業・病気・雇用保険（失業保険）切れ・貯金切れ・家賃滞納・頼れる人がいな

くなった。

出てきた項目について、• 
不利な点について簡単
なコメントをすることが
望ましい。

グループで話し合ってい• 
る際に当事者が自分の
思いを話しているときは
話が一段落するのを待
ち、具体的な事例につ
いては次のワークで話し
合うことを伝える。

１９８６年（昭和61年）に• 
成立した労働者派遣法
は対象を当初の１６業
務から２００４年（平成16
年）には製造業にまで拡
げられたことを背景とし
て押さえておくこと。

資料3はビッグイシュー• 
基金による『若者ホーム
レス』５０人へのインタ
ビューから作成したもの
である。ネットカフェな
どで暮らしている状態も
含めて「ホームレス」と定
義している。

（　　）の中が出にくい• 
場合は、左記の例や資
料4「カフカの階段」の
解説を参考に伝えるとよ
い。



次に右側のカッコの部分、いったん「ホームレス」になった人にはどんな「壁」
が存在するかを5分間でグループで考えて、（　　）の中に書いてください。

● 各グループの意見を発表してもらい、ホワイトボードに書きとめる。

●例を紹介する
　 住所がないとハローワークで仕事を探せない・面接に着ていく服がない・敷金・

礼金が払えない・一月先の給料までしのげない・会社が相手にしてくれない

一段一段落ちて「ホームレスの状態」に至った人は、元の生活に復帰するため
には幾つかの条件を一気にクリアしなければなりません。自力では事実上、

復帰不可能となっているのです。「社会の責任」とは、階段から落ちても受け止める
ようなセーフティネットをつくることや、「壁」にステップをつくり、再び人間らしい生
活に戻ることができるような仕組みをつくることではないでしょうか。

●資料4を1人1枚配付する。

80分
経過

6
  

　　　まとめ

10分

ワークシート3のカフカの階段の上では、「イスとりゲーム」が行われていま
す。例えすべての参加者が公平に「イスとりゲーム」に参加できたとしてもイ

スの数が減らされていけばいくら参加者が頑張っても誰かが座れなくなります。イ
スの数を増やしたり、イスを分け合ったりするような「社会の仕組み」が必要なので
す。最後に、参加者の皆さんがこのワークショップを通して感じたことを１人１分で
グループのメンバーに話してください。

●コラムを配付する。

誰の責任？ 41

（　　）の中が出にくい• 
場合は、右記の例や資
料4「カフカの階段」の
解説を参考に伝えるとよ
い。

資料3・4の内容も参考• 
にして、「カフカの階段」
のまとめを伝えるとよ
い。

コラムを参考にしながら• 
まとめを伝えるとよい。
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「不公平なイスとりゲーム」のルールシート

１）どのイスに座ってもいいです。
２）	座れなくても、もう一度だけゲームには参加でき

ます。

■秘密のルール
３）	進行役が「Ａチーム頑張ってください」と言って３

秒後に音楽が止まります。「Ｂチーム頑張ってく
ださい」や「みんな頑張ってください」と言っても
音楽は止まりません。

　	このことはＢチームの人には知られないようにし
てください。

１）Ａのイスには座れません。
２）	一度座れなかった人はもうゲームには

参加できません。

Ａチームのルール Ｂチームのルール

キ
リ
ト
リ
線

１）どのイスに座ってもいいです。
２）	座れなくても、もう一度だけゲームには参加でき

ます。

■秘密のルール
３）	進行役が「Ａチーム頑張ってください」と言って３

秒後に音楽が止まります。「Ｂチーム頑張ってく
ださい」や「みんな頑張ってください」と言っても
音楽は止まりません。

　	このことはＢチームの人には知られないようにし
てください。

１）Ａのイスには座れません。
２）	一度座れなかった人はもうゲームには

参加できません。

Ａチームのルール Ｂチームのルール
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線

１）どのイスに座ってもいいです。
２）	座れなくても、もう一度だけゲームには参加でき

ます。

■秘密のルール
３）	進行役が「Ａチーム頑張ってください」と言って３

秒後に音楽が止まります。「Ｂチーム頑張ってく
ださい」や「みんな頑張ってください」と言っても
音楽は止まりません。

　	このことはＢチームの人には知られないようにし
てください。

１）Ａのイスには座れません。
２）	一度座れなかった人はもうゲームには

参加できません。

Ａチームのルール Ｂチームのルール

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

キリトリ線

キリトリ線

キリトリ線

※A・Bのルールが3枚ずつあります。
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●「イス」は社会では何を象徴していると思いますか？

●Aと書かれている「イス」と何も書かれていない「イス」は何を象徴していると
　思いますか？

●なくなった「イス」はどこに行ったと思いますか？

「不公平なイスとりゲーム」から考える
社会では「イス」は何を象徴しているかを、次のようなポイントを中心に話し合って
ください。

ワークシート 1
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自己責任  VS  社会責任
１．  不利なチームに入る人　（　　　　　　　　　）

自己責任

社会ではどんな人たちが「不利なBチーム」に入ると思いますか？

２．  不利なチームに入る人　（　　　　　　　　　）

社会の責任

自己責任 社会の責任

「不公平なイスとりゲーム」から考える

ワークシート 2
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極限の貧困＝「ホームレス」になるときは段々だけど、もどるときは一段になってる！

©
コピーレフト

（　　　　　　　）
（　　　　　　　）

（　　　　　　　）
（　　　　　　　）

（　　　　　）
（　　　　　）
（　　　　　）
（　　　　　）
（　　　　　）

カフカの階段

仕事をして家もある状態

「ホームレス」の状態

ワークシート 3 ※A3程度に拡大して使うとよい。
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資料 1
新聞の記事

2009年（平成21年）1月14日付　毎日新聞
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総数 15〜
24歳

25〜	
34

35〜	
44

45〜	
54

55〜	
64

65歳
以上 総数 15〜

24歳
25〜	
34

35〜	
44

45〜	
54

55〜	
64

65歳
以上

男

1990 8.7 20.0 3.2 3.3 4.2 22.7 50.0

女

1990 37.9 20.6 28.1 49.5 44.7 44.8 48.1

1995 8.8 23.6 2.9 2.3 2.9 17.5 48.3 1995 39.0 28.4 26.6 48.9 46.8 43.3 50.0

1996 9.3 25.2 4.1 2.9 3.0 16.9 49.4 1996 39.6 29.9 27.0 46.9 48.3 45.9 51.4

1997 10.4 29.6 5.1 2.7 3.3 17.8 55.6 1997 41.6 34.9 28.0 49.3 48.5 47.6 55.6

1998 10.3 31.6 5.0 2.9 3.2 16.5 52.2 1998 42.7 37.6 29.5 49.0 49.0 50.8 55.6

1999 11.0 34.0 6.3 2.6 2.9 18.3 54.1 1999 45.0 39.6 31.7 51.8 52.4 51.0 56.8

2000 11.7 38.5 5.6 3.8 4.1 17.9 53.8 2000 46.2 42.3 31.6 53.1 51.6 55.5 57.8

2001 12.5 42.1 7.3 3.1 4.7 18.0 56.6 2001 47.7 45.2 34.7 52.6 52.8 56.9 59.1

2002 14.8 40.4 8.8 5.3 7.3 23.5 60.0 2002 48.1 47.0 34.4 53.0 53.3 57.2 57.1

2003 15.2 41.2 10.0 5.4 7.4 22.6 61.8 2003 51.1 49.8 37.6 53.9 58.0 59.9 61.5

2004 15.9 41.7 10.9 6.0 7.7 23.9 67.8 2004 52.5 50.4 41.3 55.6 56.7 61.5 68.8

2005 17.8 44.2 13.2 7.0 9.2 27.6 67.0 2005 51.7 51.5 38.4 54.2 56.6 61.1 70.2

2006 18.4 45.4 13.9 7.2 8.2 26.6 70.5 2006 52.9 51.5 41.9 54.3 57.5 61.3 64.1

2007 18.3 45.7 13.9 7.4 8.1 25.8 70.4 2007 54.0 50.4 42.3 54.9 58.9 63.0 68.9

2008 18.6 44.8 13.0 8.1 7.9 28.0 67.4 2008 54.2 50.2 41.5 56.9 57.1 64.6 72.4

2009 17.7 42.7 13.0 6.6 7.3 27.3 64.8 2009 53.6 51.4 41.9 53.0 57.3 63.3 74.1

2010 18.2 41.6 13.2 8.1 7.8 27.6 69.8 2010 53.3 50.0 41.4 51.3 57.8 64.1 71.1

資料 2
非正規雇用者比率の推移（男女年齢別）

単位：％

（注）	非農林業雇用者（役員を除く）に占める割合。2001年以前は2月調査、それ以降1〜 3月平均。非正規雇用者にはパート・アルバイ
トの他、派遣社員、契約社員、嘱託などが含まれる。

　　（資料）労働力調査

総務省・労働力調査のデータをもとに作成
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資料 3
若者ホームレスの声

　出典：『若者ホームレス白書』、2010年（平成22年）
　発行：特定非営利活動法人ビッグイシュー基金　
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資料 4
「カフカの階段」の解説

※©コピーレフトとは
著作権（copyright）に対する考え方で、著作権を保持したまま、二次
的著作物も含めて、すべての者が著作物を利用・再配布・改変できな
ければならいという考え方。

作者：生田	武志さん
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コラム
カフカの階段について

　 　生田武志（野宿者ネットワーク代表）

■ホームレスは甘えている？？

　	　ぼくは、野宿者支援の活動をしています。その中で、多くの人から「ホームレスは甘えて
いるだけだ」「死ぬ気で頑張れば、仕事なんか見つかる」と繰り返し言われてきました。

　	　野宿になっている人の多くは、ごく普通の人たちです（ただし、私が出会った人たちや、他
の団体が相談・調査した結果をみると、知的障がいや精神障がい、被虐待経験者、そして在
日や沖縄、被差別部落出身の人たちの比率は高いですが）。ただ、いったん野宿などの極度
の貧困状態になると、元の生活に戻ることが「絶望的なほど難しい」「事実上、自力では不可
能」ことがわかってきました。この難しさ、理不尽さを目に見える形で示すために、この「カ
フカの階段」を考えました。

■取りつくことさえ不可能な階段

　　	「たとえてみると、ここに2 人の男がいて、一人は低い階段を5 段ゆっくり昇っていくのに、
別の男は 1 段だけ、しかし少なくとも彼自身にとっては先の 5 段を合わせたのと同じ高さを、
一気によじあがろうとしているようなものです。	先の男は、その 5 段ばかりか、さらに100
段、1000 段と着実に昇りつめていくでしょう。そして振幅の大きい、きわめて多難な人生
を実現することでしょう。しかしその間に昇った階段の一つ一つは、彼にとってはたいしたこ
とではない。ところがもう一人の男にとっては、あの 1 段は、険しい、全力を尽くしても登
り切ることのできない階段であり、それを乗り越えられないことはもちろん、そもそもそれ
に取っつくことさえ不可能なのです。意義の度合いがまるでちがうのです。」	──カフカ「父
への手紙」。

■機能していないセーフティネット　

　	　貧困になっていくプロセスは、階段を一つ一つ降りてゆくようなものです。しかし、野宿になっ
てしまうと、そこから元の高さに戻ろうとすると、1 段つまり「壁」になっていて、上ることが
ほとんど不可能です。転がり落ちるのを防ぐ「セーフティネット」はありますが、吹き出しに
書いているように、日本ではそれがあまり機能していません。

　	　よく、「ホームレスはやる気なんかないんだから支援なんかしたってムダだ」と言う人がいま
すが、こういう「壁」の状態が何年も続いたら、やる気がなくなっても無理はないだろうと思
います。
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■社会のあり方を考える

　	　それではどうすればいいのでしょうか？　「壁」に段差を入れて「階段」にすればいいはずで
す。つまり、「お金がないので、就職しても一月先の給料日まで生活できない」のだったら、「お
金を貸しましょう、あとで返してね」。あるいは「生活保護を受けて、アパートと生活費を確保
してから仕事を探しましょう」。福祉事務所が水際作戦をしているのなら、「ぼくたちや弁護士、
司法書士が役所に一緒に行きましょう」。アパートに入るときなどに、保証人や緊急連絡先が
必要なら、ぼくたちがなることもできます。つまり、このたとえの狙いの一つは、貧困・野宿
問題の解決のためには、「段差を作る」ことが、つまり「衣・食・住」にわたる行政や市民の
援助が必要だ、ということです。

　	　ところで、階段の上で「何をやっているのかな？」とあります。普通の答えは、「仕事と家の
ある元の生活」ですが、ここでの答えは「いす取りゲームが行われている」というものです。
つまり、一人階段を上がればその代わりに一人が落ちる、つまり失業するんだとしたら、こう
やって階段を作ってあがっても、本質的な解決にならないのかもしれません。もちろん、現実
には野宿者が一人就職したからといって他の一人が失業するわけではありません。けれども、
現在 300 万人の失業者がただちにどこかに就職できるような状況は全くないのです。

　	　だとすれば、「いす取りゲーム」の規則そのものを変える、ということが考えられます。「階
段を作る」という一人ひとりへの支援と同時に、「いすを分け合う」（＝ワークシェアリング）、「い
すを増やす」（＝社会的起業）など、社会にある「ゲームの規則」そのものを変えることが必
要なのだと思います。
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ポイント実際の詳細な手順時 間 ポイント実際の詳細な手順時 間

めやす

会場の形

ねらい

準備物

講演会形式でもよいが、• 
いすのみ半円形の方が
望ましい。

　*P68参照

スタート 1
  

　　　

導入

3分

今日はワークショップ形式で学んでいきます。ワークショップというのは、
講師が答えを持っているのではなく、参加者の皆さんがやりとりしながら、

考えを深めていく学び方です。
人権というと、難しく思われる方も多いかもしれませんが、できるだけ身近なとこ
ろから考えていきたいと思っています。正解があるわけではありません。みなさん
には、普段の言葉で、自分の思うことをおしゃべりしていただければと思います。

•状況シート１　１人１枚		•資料1人1枚		•模造紙・Ａ３白紙	各グループ１枚、A4半
分の白紙1人1枚		•マーカーセット	各グループ１セット
•ホワイトボートと専用ペン（黒板も可）

キーワード 社会の構造　排除

・ 「差別したことも、されたこともないから、人権問題は自分ごととしてとらえにく
い」という考えをこえて、人権をめぐる社会の構造のなかでの自分の位置をふ
りかえる。

・ 「ふつう」であろうとすることが、ともすれば人権課題の当事者を排除し、差別
の構造を強化することにつながりかねないことを知る。

・ そのうえで、日常のあり方として心がけたいことを考える。

「ふつう」がいちばん？！

3 分

12 分

25 分

15 分

35 分

①　導入

②　ウォーミングアップ　「ふつう度」ラインアップ

③　「ふつう」がいちばん？！

④　「ふつう」にひそむもの

⑤　まとめ　身につけたいこと・捨て去りたいこと

●  ねらい・ルールの説明など自己紹介と導入

   「ふつう」という言葉のイメージを共有し、
「ふつうでありたい」という感覚がどのよ
うな関係性や社会のあり方につながるか、
どのような問題点があるかを分析する。

プログラムの流れ

90分
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めやす

とまどっているようなら、• 
「ふつうの人」「ふつう
の暮らし」という言葉か
ら何を思い浮かべるか、
「常識」「あたりまえ」な
ど似たような言葉に何が
あるか、といったことを
問いかけ、イメージをふ
くらませるよう、なげか
ける。

グループは、先ほどの• 
ペアを２つ組み合わせる
と簡単にできる。

PTA対象の場合などは、• 
真ん中に書く言葉を、
「ふつうの子に育ってほ
しい」とするなど参加者
に応じて言葉をたしても
よい。

そのために、３つ、お願いがあります。この場では、「協力・尊重・守秘」をルール
（約束）としたいのです。「協力」とは、おたがいに学ぶために協力しあいましょう、
ということ。「尊重」とは、それぞれのあり方や意見・思いを尊重しましょう、という
こと。「守秘」とは、ここで出された個人の経験や考えはこの場にとどめる（外に持
ち出さない）、ということです。

●ホワイトボードの端に「協力・尊重・守秘」と板書をする。

今日のテーマは、「ふつう」について、です。皆さんは、「ふつうでありた
い」と思うでしょうか？　それはなぜですか？　人権との関わりから考えてみ

ましょう。

3分
経過

2
  

　　

　ウォーミングアップ　「ふつう」度ラインアップ

席替え3分　並び替え5分　自己紹介4分

では、ウォーミングアップをかねて、席替えをします。
まず、円になって座ってください。

・そもそも「ふつう」とはどういうことでしょうか？　少しイメージしてみてくださ
い。そして、皆さんは、自分のことを「ふつう」だと思っていますか？　自分の
「ふつう度」を考えてみてください。「ふつうのなかのふつうだ！」と思う人は100、
「すごく変わり者で、ぜんぜんふつうじゃない」と思う人は0、として、数字の順
に並び変わってみましょう。
・では、ペアをつくって、「ふつう」ということでイメージすること、なぜ自分が
「ふつう」だと思うか、または思わないのかを中心に、自己紹介をしてください。

●端の人から順にペアになってもらい、2 ～ 3分時間をとる。

どんな話が出たか、共有していただけますか。

15分
経過

3

　　　

「ふつう」がいちばん？！

グループ分けと説明5分　原因分析10分　結果分析10分　発表・共有10分　

次はグループになって考えてみましょう。４人１グループになってください。
「ふつう」という言葉がさすものは、実はかなりあいまいです。けれど、わた

したちは「ふつう〜する／しない」「ふつうがいい」「ふつうがいちばん」などと言うこと
がよくあります。では、なぜ「ふつう」を気にするのでしょうか。「ふつう」であろうと
することで、どんなことが起こるのでしょうか。因果関係を紙に書いて分析してみま
しょう。

●各グループに模造紙１枚とマーカーセットを配付する。



54

真ん中に「ふつうがいちばん」と書いて、横に線を引きます。
まずは、因果関係の原因の方を分析します。「ふつうがいち

ばん」と思う理由として考えつくものを、下半分にどんどん書いてく
ださい。自分が思う理由でも、こんなふうに思っている人もいるか
もと想像したことでもかまいません。「ふつう」であることで、どん
な利点があるのでしょう？「ふつう」でないと何が困るのでしょう？出
てきた理由を、さらに「それはなぜ？」と掘り下げていって、どんど
ん分析してみましょう。

●5分程度時間をとり書いてもらう。

次に、因果関係の結果の方を考えて、上半分に書いてください。「ふつうが
いちばん」と思って過ごしていると、どのような考え方や行動になるでしょう

か。良い悪いは関係ありません。先ほどと同じように、出てきたものに、さらに「そ
うするとどうなる？」と、展開してみましょう。「ふつう」であろうとするために、どんな
言動になるでしょう？「ふつう」でないと感じる人に対してどのように接するでしょう？
いろんな可能性を考えて、どんどん想像を広げてみてください。

●5分間、時間をとる。

原因と結果の両方を考えてみて、気づいたこと・発見したことは何かありま
すでしょうか。全体に発表・共有してください。

●時間に応じていくつかのグループから発表してもらう。

50分
経過

4
  

　　　「ふつう」にひそむもの

説明と話し合い15分　発表10分

何気なく使っている「ふつう」という言葉を、もう少し丁寧に考えてみましょ
う。グループに「状況シート」を配ります。それぞれの「状況シート」のなか

には「ふつう」という言葉が出てきますが、そこでの「ふつう」とは、どんな人／どう
いったことを表しているでしょうか。「ふつう」の使い方に、気になる点・ひっかか
る点はないでしょうか。紙にメモを取りながら、話しあってみてください。

●各グループに「状況シート」とＡ３の紙を1枚ずつ配付する。

どのような話し合いがされたか、全体に発表・共有していただけますか。

因果関係分析（模造紙）の見本

〈
結
果
〉

〈
原
因
〉

ふつうが
いちばん

原因・結果とも、真ん• 
中から出る矢印を3本以
上、それぞれ3展開以上
めざして出してもらえる
よう声かけをする。
ホワイトボードに見本を• 
書いて説明するとわかり
やすい。
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75分
経過

5
  

　　　まとめ　身につけたいこと・捨て去りたいこと

資料配付・感想5分　グループワーク10分

「ふつうであること」について書いた文章をお配りします。読んでみて、感
想を話し合ってください。

●資料を１人１枚配付する。

「ふつうであること」がいけないわけではありませんが、深く考えずに「ふ
つうであろうとすること」は、ともすれば「ふつうでないもの」を明確にし、

自分から遠ざけることになります。それは、差別があるという既存の社会のあり
方を維持・強化することにつながってしまいます。そうならないために、今日の
学びをふまえて、これから「身につけたいこと」と「捨て去りたいこと」を考えてお
配りする紙に書いてください。書けたら、グループで発表し、「身につけたいこ
と」の紙は持って帰って、「捨て去りたいこと」はこの場で丸めて実際に捨ててしま
いましょう。

●Ａ４半分の白紙を１人２枚配付する。
※	紙を捨てる場所を用意
しておくとよい。
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状況 １

状況 2

状況 3

状況 4

何人かで雑談をしていたとき、Ａさんが同性愛者について差別的なこ
とを言いました。それに対してあなたが「そういういい方はよくないと
思う。性のあり方はさまざまなんだから」と言ったところ、Ａさんに「も
しかして、あなたも同性愛なん？」ときかれたので、「ちがうよ、わたしは
ふつうやけど」と答えました。

Ｂさんは被差別部落（同和地区）の出身です。職場の人権研修をうけた
帰り道、同僚に「じつは、わたし部落出身やねん」と話しました。それに
対して同僚は「え、そうなん？　Ｂさん、ふつうやし、ぜんぜん気づかへ
んかったわ」と言いました。

Ｃさんは知的障がいのある小学校６年生。一緒に過ごしてきたクラス
の友だちと同じ中学校に行くのを楽しみにしています。あるとき、クラ
スメイトにからかわれたことがきっかけでパニックをおこし、教室の窓
を割ってしまいました。ケガ人は出ませんでしたが、保護者会で問題に
なり、一部の人が「Ｃさんのためにも、ふつうの中学校はしんどいので
はないか」と言っています。

定食屋で昼ごはんを食べていたときのこと。
テレビから派遣労働者がD社でのセクハラ、パワハラを告発する裁判
をおこした、というニュースが流れてきました。それを見た1人が、「知
り合いがD社の社員やけど、話きいてたらふつうの会社やけどなあ。裁
判おこすなんて、ふつうの感覚やったら、ちょっとあり得へんよね。わた
しには考えられへんわ」と言いました。

状況シート
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「普通であること」

「普通であること」

　“普通であること”は、差別しないで生きていくことの保証なのだろうか。“普通の世界”では差別が起きるこ
とはないのだろうか。“普通であり続けようとすること”で「わたし」は差別しない人間として生きていけるのだ
ろうか。
（中略）
　一般的で、どのような状況や場面にでもあてはまる“普通”など、どこを探してもない。“普通でありたい”と
いう思いは、おそらくは常に私たちを捉えて離さないだろう。しかし、その思いのなかにある“普通”とは、世の
中でいろんな意味や基準から考えて“外れている、あるいは外されている”人々や現実の“仲間入り”をできるだ
けしたくないという意志の表れなのである。
（中略）
　“普通であること”は、決して私たちに“差別をしない”保証を与えるものではない。むしろ、そこに安住する
ことで、世の中にある差別は、確実に生き延びて、育っていくだろう。つまり、私たちが深く考えることなく“普
通に安住すること”は、差別にとってこのうえなく良い“こやし”となるのだ。

　

出典：『差別原論　〈わたし〉のなかの権力とつきあう』好井裕明著、2007年（平成19年）より抜粋
　　　発行：平凡社　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　“普通であること”は、差別しないで生きていくことの保証なのだろうか。“普通の世界”では差別が起きるこ
とはないのだろうか。“普通であり続けようとすること”で「わたし」は差別しない人間として生きていけるのだ
ろうか。
（中略）
　一般的で、どのような状況や場面にでもあてはまる“普通”など、どこを探してもない。“普通でありたい”と
いう思いは、おそらくは常に私たちを捉えて離さないだろう。しかし、その思いのなかにある“普通”とは、世の
中でいろんな意味や基準から考えて“外れている、あるいは外されている”人々や現実の“仲間入り”をできるだ
けしたくないという意志の表れなのである。
（中略）
　“普通であること”は、決して私たちに“差別をしない”保証を与えるものではない。むしろ、そこに安住する
ことで、世の中にある差別は、確実に生き延びて、育っていくだろう。つまり、私たちが深く考えることなく“普
通に安住すること”は、差別にとってこのうえなく良い“こやし”となるのだ。

　

出典：『差別原論　〈わたし〉のなかの権力とつきあう』好井裕明著、2007年（平成19年）より抜粋
　　　発行：平凡社　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

切り取り線

資　料

資　料

※上下同じものです。切り離して使ってください。



1 参加体験型学習(ワークショップ)とは
　参加体験型学習（「ワークショップ」の意味）とは、単に知識を一方的に伝達する学習方法とは違い
ます。その学びは、アクティビティと呼ばれる一つのまとまりのある学習活動（ゲーム的な活動や作
業、対話など手法はさまざま）を組み立てて参加者に提供することで、問題を頭で理解するだけではな
く、心の動きを受けとめ、身体を使いながらトータルに学ぶことを大切にしています。
　人権侵害が起こるのは、地域・職場・学校など、さまざまな人がいる場です。それを解決するために
は、知識を得るだけではなく、解決を進める態度やスキル（技能）を身につけることが必要です。そし
てそれをもとに、社会における人権ルールをつくっていくことが大切であり、こうした実践的な学びの
ために、参加体験型学習は有効です。
　参加体験型学習については、「楽しかった」といった声がある一方で、「自己紹介したりしないと
いけないので、照れくさいし、緊張して嫌だ」、「ゲーム的なことが多く、何のためにやっているの
か分からない」といった声も聞かれます。しかし、これらのことを通じて参加者同士の関係性をつくっ
たり、自分のことを相手に率直に伝える方法や相手のことを受け止めたりする「コミュニケーション能
力」などを身につけるのです。まず自分自身で考え、自分なりの答えを探す。そして、参加者同士で一
定の方向性や解決策を探っていくこと。これ自身が人権学習を深めていくために有効な取り組みとして
重視されているのです。

ファシリテーターとは
　この参加体験型学習を進行・促進する人をファシリテーターと呼びます。ファシリテーターは、単に
学習を進行するのではなく、学びを促進していく役割を持っています。参加者の状況に応じて、学習活
動（アクティビティ）を用意し、進行しながら参加者の意見を引き出し、気づきを促しながら、学びを
深めていきます。ファシリテーターは、参加者と対等な立場で、ともに学ぶという姿勢を持つことが必
要です。

2 学習を企画する
（1）学習の目標を設定する

　参加体験型学習は、その学習を通じて参加者とともに考えたいことや、めざしたい目標を設定するこ
とが必要です。対象者や学習が行われる場によって、どのような人権問題に関する理解や態度、技能を
身につけていくのか、どのような取り組みに生かしていきたいのかを決めます。
　そして、それを学習の最初に参加者と共有しましょう。

（2）参加者を知る
　学習の参加者がどのような人なのかをつかんでいくことが必要です。子どもなのかおとななのか、性
別の割合、これまでどのような学習や取り組みをされてきたのかなどによって、参加者が何を考え、何
に悩み、何を学びたい（ニーズ）と思っているかなどを推し量ることができます。それによって学習の
目標を考えていきます。

参加体験型学習（ワークショップ）を
進めるために
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（3）参加人数
　参加体験型学習では、参加者が意見を出し合ったり作業をするために、ペアやグループになります。
人数が多すぎると十分意見が出せなかったり、参加者間の交流が十分にできない可能性があります。ま
たファシリテーターが、参加者を十分に把握できないということにもなります。　
　逆に人数が少ないと、いろいろな意見が出されないので、学習の深まりが期待できない場合もあります。
　目安として、20〜30人程度が進めやすいでしょう。

（4）学習の流れ（プログラム）を考える
　学習のテーマにそって、アクティビティを組み合わせていきます。組み合わせは学習の目標に到達す
ることができるように、系統立てたものにします。人権課題への「気づき」から、社会で自分がどんな
「行動」ができるかを体得する内容が必要でしょう。
　また学習では、自らの考えを相手に過不足なく伝え、相手の話もきちんと聴く中で、問題を解決する
力をつけることが必要となります。そのためのスキルを身につけられるよう配慮したプログラムとなっ
ているとなおよいでしょう。

（5）プログラムを作る
①アイスブレーキング（ウォーミングアップ）

　参加者の緊張や固い雰囲気を柔らかくし、意見を出しやすくしたり、作業を行いやすくするための
アクティビティをアイスブレーキング（「氷を砕く」の意味）といいます。アイスブレーキングに
は、学びの場を暖めるという効果の他に、学習を進めていくためのニーズ調査の役割も果たす場合が
あります。
　方法は簡単なゲームや意見のやりとりなどさまざまです。学習の最初に入れるほか、学習の途中で
入れたりもします。

②「わたし」「あなた」「みんな」を柱にプログラムを組む
　学習後の日常生活とも結びつく内容となる工夫として、「わたし」「あなた」「みんな」を柱にプ
ログラムを組むことが有効です。
　「わたし」では、まず自分への認識を深め、自己肯定感情や自尊感情を育てます（自分の権利への
認識も含む）。「あなた」では、相互理解や自他の尊重を、それを実現するスキルも含めて学びま
す。「みんな」では、社会へと視野を広げ、課題の解決策を考え、未来への展望を考えることのでき
る内容とします。

③ふりかえりにより意見や考えを共有する
　アクティビティを進めた後、参加者がどう感じたのか、何に気づいたのかを自分自身でふりかえ
り、再確認します。それを参加者の間で紹介しあったり、発表することで、さまざまな意見にふれる
ことができます。そのことによりアクティビティでの体験が整理され、本当に大切にするべきことを
参加者全体で共有することができます。

3 会場と準備物
（1）会場

　講演会形式とは違い、参加体験型学習では参加者が動く場面が多くあり、学習にあわせてその都度
会場レイアウトを変えていく必要があります。そのためには、机といすは可動式のものがよいでしょ
う。また机といすを片づけて何もない状態で使うこともあるので、広さは定員よりゆったりとした会
場を選ぶほうがよいでしょう。

（2）準備物
　準備物はアクティビティによって変わりますが、よく使われる物として次の物が考えられます。
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　〔どんなアクティビティでも用意しておいたほうがよいもの〕　
　　★ホワイトボード(黒板)、ホワイトボード用ペン、イレイザー
　　　…主催者からのお知らせ、出てきた意見のメモ、発表物の展示などさまざまな場面で活躍します。
　　★時間を計測できるもの（キッチンタイマー、ストップウオッチなど）　　
　　　	…時間を計るのに便利です。また、参加者にファシリテーターの声が届きにくい時など、何らか

の音で活動の区切りを知らせたほうが伝わりやすい場合もあります。
　〔よく使われる物〕
　　・マーカー（裏うつりしないように水性マーカーの方がよいでしょう）
　　・のり付きふせん（サイズは用途によって違いますが、正方形のものを使うことが多いです）　
　　・白紙や模造紙（切って半分サイズで使う方がよい場合もあります）

　学習の実施に向け、2	学習を企画する、3	会場と準備物で書かれた内容を踏まえ準備ができている
か、65ページの準備チェックリストを使って考えてみてください。
　また、66ページの時間管理シートを活用して、実施の時間配分を考えてみてください。実施後には
実際の時間の記入をして、自分自身のふりかえりをしてみましょう。次回の実施の参考になります。

4 プログラムを進めるにあたっての心がけ
（1）安心してチャレンジできる場づくり

　参加者が自分の意見を出したり、活動したりしやすくするためには、参加者が「この場では自分を出
していいんだ」と思えるように「安全」な環境をつくることが重要です。
　環境づくりの一つとして、学習をしていく際のルールを決めることが有効です。参加者から提案して
もらいながらつくる、といったようにアクティビティとしてプログラムに組み入れる方法もあります
し、ファシリテーターが提案して承認をもらう方法もあります。
　また、学習の見通しを伝えたり、参加者どうしが知り合う機会を設けるなども必要です。

（2）時には適度な葛藤も
　一人ひとりを尊重することは大事ですが、学習が「癒しの場」だけで終わっては、学びを社会におけ
る実際の行動へとつなげることにはなりません。参加者が、相手と自分との違いを見つけたり、それを
主張する場合、時には居心地の悪さや不安を感じるかもしれません。しかし、現実の生活で問題を解決
しようとすると、「受容」だけなく、「対立」と向き合う姿勢とスキルがないと問題は解決しません。
　ファシリテーターは、場の安全確保を前提に、目標に向けて適切な課題＝ハードルを設定し、ハード
ルをクリアしようとする試みを促し、ともに学びをつくり出すことこそが大切なのです。

（3）「正しい」答えよりプロセスを大切に
　人権問題についてさまざまな状況がある現実の中では、学習によってすぐ答えがみつかるとは限りま
せん。また参加体験型学習は、一つしかない正解を知る場ではありません。明確な答えをみつけられな
くても、それを一緒に考えて取り組んだ経過（プロセス）や、その過程で自分をみつめる時間が大切な
のです。
　学習の答えは、参加した人の数だけあります。そこで出された多くの人の知識や経験、大切な事柄、
そして人とのつながりが、これから人権に取り組む上での財産になるでしょう。

（4）何を発言するかは自分で決めることのできる場に
　参加体験型だからといって、必ず発言しなければならないわけではありません。
　自分を見つめた結果を人に伝えるか伝えないかは、本人が決めることです。特に人権啓発・教育では
自己決定が大切なポイントですから、学習の中でもそういった配慮が必要です。
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　また、参加者の中にはこれまで差別や暴力を受けた経験があるなど、つらい経験をした人が少なから
ずいるでしょう。つらい気持ちのままで無理に参加しなくてもいいこと、できる範囲で参加することを
すすめます。
　また、確固とした信念を持っていて、ほかの人の意見を聞かない人がいたら、その信念を認めなが
ら、他の人の意見も聞いてみるよう働きかけます。ファシリテーターは、このような人もいる可能性が
あることをあらかじめ念頭においておいたほうがよいでしょう。

（5）聞いているだけの人や話し続ける人が生まれない仕掛けを
　参加者の中には、話し始めると止まらなくなる人がよくいます。その時は、ファシリテーターがある
程度、一人が話す時間の目安を示しておくことが有効です。また「ほかの人はどうですか」などと声を
かけて、話し合いに介入することも必要です。
　１グループの人数が６人をこえると「聞いているだけ」や「話し続ける人」が生まれやすくなりま
す。話し合いへの参加が均等になる人数である４人で１グループをつくるなどの工夫もしてみるとよい
でしょう。
　また、全体の人数は肉声で声が聞こえる程度の20人〜30人が適しているでしょう。参加人数が多く
なればなるほど、緊張感や構えができてしまい、自分を見つめ相手を大事にするコミュニケーションの
実践は難しくなります

（6）参加者のもとへでかけよう
　グループ内でのコミュニケーションに気を配るためにも、ファシリテーターはグループの間を歩き
回ったほうがよいでしょう。そうすることで、次の学習の進行についての情報収集や、グループ内のコ
ミュニケーションのアンバランスさへの指摘、議論を深める助けなどの助言をすることができます。
　そのときには、一つのグループに集中するのではなく全体を見渡すことが必要です。全体を見渡すた
めに適しているグループ数は、５〜７グループ程度でしょう。

（7）気になる発言は個人のものからみんなの課題へ
　学習では、参加者一人ひとりの発言にある「気づき（疑問なども含む）」をみんなの課題として取り
上げます。問題解決のために一般的な課題として話し合いの材料にすることで、学習で傍観者を生ま
ず、内容も豊かなものになります。
　（8）差別的な発言や非難する発言には
　人権問題を扱う学習の中では、時には差別につながるような発言が出たり、非難をするような発言が
出たりします。その時も答えを急がず、他の参加者からの意見を出してもらいながら、参加者とともに
考えていきます。プログラムの予定を変更して、その発言についての意見交換に時間をかけることも必
要でしょう。
　しかし、あまりにも過度な発言であったり、意見交換をする時間がないときは、ファシリテーターの
考えをきっちり説明したいものです。

（9）最後は必ず「現実」とつなげる
　参加体験型学習が「楽しかった」という感想だけで終わることなく、学んだ内容が参加者の実生活を
よりよくする一助になるためにも、学習活動の展開の最後に「現実」とつなげる要素を必ず入れること
が大切です。「学習活動で体験したことを社会におきかえるとどのように考えられるか」「感じたこと
や、気づいたことをもとに、これからできることは何か」といった問いかけは不可欠です。
　このことが、参加者に「学びの場への参加」から「社会への参加」を促すことにつながるのです。

（10）学習を通し、実社会の課題解決をめざす　　　　
　参加体験型学習は、自らと社会をふりかえるという学習プロセスを大切にします。
　学習の中では、思いがけない反応や受け入れがたい意見も出てくることがあります。出てきた現象だ
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けを見て学習を進めるのではなく、その背景に何があるかまで思いを馳せ、尊重することが大切です。
　学習の場は非日常であるかもしれませんが、決して現実と切り離されているわけではありません。学
びの場に参加する経験を通して実際の社会にかかわり、課題を解決していくことが学習の学びであるこ
とを忘れずに取り組むことが、学習後の生活を変えていく力となるのです。

5 ファシリテーターの心がけ
（1）主役は参加者

　ファシリテーターは大事な役割ですが、講演会の講師のように主役ではなく、あくまでも黒子です。
進行がスムーズにいけば目立たない存在となり、意見を引き出す存在に徹します。
　また、ファシリテーターが正論を押し付けてしまうと、その場は円満に終わったとしても、学習後に
参加者が行動を変化させることにつながることにはなりません。どんなプロセスであれ、自分自身で
考え他者と意見を交わすことによってこそ、学びが自分の身につき、実際の生活での行動を変えてい
くことになるのです。

（2）参加者の力を信じる
　講師は知識を持っている「偉い」人、参加者は教えられるべき「わかってない」人、という構図を学
習の場で見る時があります。けれども、どんな人も、もともと力を持っている存在です。まずは、その
力を信じてファシリテーターが参加者に問いかけること。信頼こそが参加者の内側から学びを生みだす
のです。

（3）まずは受けとめる
　学習を進めていると、ファシリテーター自身が受け入れがたいような発言が出てくるときもありま
す。自分とは相容れないような意見や発言には反論したくなることもあるでしょう。ファシリテーター
だからといって参加者の全てを受け入れる必要はありませんが、「そういう考えもあるんだ」とまず
「受け止める」ことが大切です。その上でその発言を学びの教材として、目的達成のために必要な学習
展開を行っていきたいものです。

（4）正直であるということ
　ファシリテーターは参加者に正直であるべきです。自分では判断がつかないことや考えもしなかった
ことが学習の場で出る場合もあるでしょう。また、緊張してうまく進行できない場合もあるでしょう。
そういった時の自分の状態を「考えたこともありませんでした」「いま、とても緊張しています」と
いったように正直に参加者に伝えるのです。　
　このようなファシリテーターの自己開示やともに学ぶ姿勢が、参加者が自分自身のありのままで参加
してよいと思えることになり、参加のハードルを下げることにつながるのです。
　（5）すべてを一人で引き受けなくてもいい
　ファシリテーターは、参加者から出た質問や意見にすべて一人で対応しなくてもよいのです。他の参
加者を置き去りにして、一対一の対話になることこそ避けるほうが良いでしょう。傷ついたり、ひっか
かったりする言葉や態度があった場合は、そのことが参加者相互の学びの機会となるよう、全体の課題
とすることが大切になります。
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6 ふりかえり
　会場を一歩外に出れば、参加者は日常の生活に帰ります。
　学んだことが実生活で生かせるように、学習の目的を積み残さず、学習の時間内にある程度整理すること
が必要です。

（1）参加者のふりかえり
　学習の最後に学習をふりかえり、学んだ内容の整理を行いましょう。
このことにより、この学びを自分たちの生活の何に生かすのかを共有することができます。
※参加者にふりかえりを書いてもらうシートの例を64ページに入れました。参考にしてください。

（2）ファシリテーターのふりかえり
　学習のねらいや進行計画をふりかえり、目標が達成されたかどうか、自分自身でふりかえりましょう。
そのことが、次に学習を計画する参考になります。
※64〜 67ページの「時間管理シート」や「ファシリテーターのためのふりかえりシート」を使いながらふりかえるのもよい
でしょう。
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お疲れさまでした。講座の学びをふりかえり、ご記入ください。

① 講座の満足度は、いかがでしたか。あてはまるものに○をつけてください。

５ 大変良かった　　４ 良かった　　３ 普通　　２ 良くなかった　　１ 大変悪かった

② わかったこと。
気づき、発見、学んだことなどをお書きください。

③ わからなかったこと。
疑問や質問などをお書きください。

④ その他、ご自由にお書きください。

ご協力、ありがとうございました。

実施日（　　　　　）年（　　）月（　　）日
研修・講座名（　　　　　　　　　　）

ふりかえりシート
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参加体験型学習実施にむけたファシリテーターの準備チェックリスト
＊実施にあたって以下の項目を考えてみてください。

①学習の目標（ゴール）は何ですか？

②参加者はどんな人たちですか？
（所属、参加者の学習に対する期待や受講動機、学習前の知識や理解の段階など）

③参加者の人数は何人（グループ数は何グループ）ですか？

④どんな内容で学習を行いますか？
（アクティビティの組みたて内容、アクティビティ単位の時間刻みの流れ、参加者の動きに対するファシリテーターの

動きなど）

⑤参加者に関してその他（留意する点など）

⑥どんな条件の会場ですか？
（机いすが固定か可動か、平面の会場か、ホワイトボードや黒板があるか、壁に模造紙などは貼れるのか、机いす

の配置をどうするかなど）

⑦どんな準備物が必要ですか？（主催者に依頼するもの、自分が用意するもの）
　例）ホワイトボードと専用マーカー

　　　のり付きふせん紙  枚
　　　模造紙  枚×  回使用
　　　マーカー（多色セット）  本（セット）　
　　　資料
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参加体験型学習の時間管理シート
【計　画】 【結　果】

時　間 学習内容 時　間 学習内容
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ファシリテーターのためのふりかえりシート

１　ファシリテーターの項目に沿って参加体験型学習をふりかえってみましょう。
【実施上の心がけ】以下の点に留意し実施ができましたか？
①安心してチャレンジできる場づくり ＹＥＳ ＮＯ
②適度な葛藤 ＹＥＳ ＮＯ
③「正しい」答えよりプロセスを大切に ＹＥＳ ＮＯ
④何を発言するかは自分で決めることのできる場に ＹＥＳ ＮＯ
⑤聞いているだけや話し続ける人が生まれない仕掛け ＹＥＳ ＮＯ
⑥参加者のもとへでかける ＹＥＳ ＮＯ
⑦気になる発言は個人のものからみんなの課題へ ＹＥＳ ＮＯ
⑧差別的な発言や非難する発言も参加者と考える ＹＥＳ ＮＯ
⑨最後は必ず「現実」とつなげる ＹＥＳ ＮＯ
⑩学習を通し、実社会の課題解決をめざす ＹＥＳ ＮＯ

【ファシリテーターの心がけ】ファシリテーターとして、以下の点を大切に実施ができましたか？
①主役は参加者 ＹＥＳ ＮＯ
②参加者の力を信じる ＹＥＳ ＮＯ
③まずは受けとめる ＹＥＳ ＮＯ
④正直であるということ ＹＥＳ ＮＯ
⑤すべてを一人で引き受けなくてもいい ＹＥＳ ＮＯ

　
２　ファシリテーターとしてこの参加体験型学習で学んだことは何ですか？

３　次回にやり方を変えてみようと思うことはありますか？　

４　今回うまくいってこのままやってみようと思ったことはありますか？
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学習を始める前にできる工夫
～進めやすくなるためのワンポイントアドバイス～

ポイント１　会場の形は柔軟に変える

　ほとんどの参加者が参加体験型学習の受講が初めての場合、講演会形式で始めてもよいでしょう。あ
る程度の学習経験がある参加者の場合は、いすのみで講演会形式に設営します。いすのみにするのは、
あとでグループを作る際に移動するので、始めは机がないほうが動きやすいからです。グループになっ
て、書く作業などを行うときに使えるよう、机は会場の隅においておきます。
　参加体験型学習の経験がある参加者のときは、始めから机なしでいすを半円形（扇型）や円形に並べ
ておいてもよいでしょう。
　講演会の場合も、半円形（扇型）に机といすを並べておくと、柔らかい雰囲気で始めることができま
す。参加者に合わせて、工夫してみてください。

ポイント２　会場に入る時から関係づくりは始まっている

参加者を会場に迎える時、会場に入って参加者に声をかけましょう。
参加者席に入り込んで、あいさつ程度でもかまいません。
　おはようございます、こんにちは、今日は寒いですね、席は決まっていましたか、
　何時ごろから来られているんですか、などと声をかけてみます。
これには参加者との出会いを楽しむとともに、参加者と講師の境界線を緩めるような効果があります。

ポイント３　参加者と「ちょうどよい」距離感を

　ファシリテーターは、参加者と近すぎず、遠すぎずの位置で話しましょう。会場の広さにもよります
が、30人程度ならマイクなしで声が届く程度がちょうどいい距離です。

参加体験型学習（ワークショップ）を
始める前に

［講演会形式］

講師

机
いす

［半円形］

机

いす

ファシリテーター

ホワイトボード
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　物理的な距離だけでなく、気持ちの距離を近くし、参加者とできるだけ対等な関係にするため、演台
などは使わないほうがよいでしょう。資料を置くための机があれば十分です。机の上には、ファシリ
テーターのための資料、配布プリント、学習活動の中で使う紙やマーカーを用意しておきます。
　あとは、ホワイトボードを書きやすい位置に置きます。マーカーがかすれていないかも、事前に確認
しておきましょう。

ポイント４　今日は参加体験型で始まるというイメージづくり

　学習に入るための導入として、今日の学習方法は「講演＝一方通行」ではなく、「参加型＝双方向、
学びあい」であることを説明しておくほうがよいでしょう。
　「皆さんと一緒に考えたいと思っています。」「今日は、皆さんの考えや感じられたことを大事にし
ながら進めたいと考えています。」「できるだけ遠い話ではなく、身近なところから考えていきたいと
思っています。」といったことを伝えましょう。
　この話をしながら、以下のことを大切にするとよいでしょう。
　　☆参加者のようすや表情などに注目するなど、参加者に関心を示します。
　　☆参加者どうしの関係などにも関心を持って近づきます。

　ポイント５　学習のルールを作る

　お互い気持ちよく学ぶために、場の規範（ルール）を共有しておくことは大切です。参加体験型学習の
主役が参加者であることからすると、ルールを作るところから参加者とともに行うのが望ましいです。
　しかし２時間程度の学習では、ルール作りから行う時間を取ることは困難です。そこで次善の策とし
て、共有したいルールをファシリテーターから説明します。ルールの内容だけでなく、なぜ必要なのか
もあわせて話すようにしましょう。
　以下、ルールづくりの例（ファシリテーターの話す例）を紹介します。

　学習では、ファシリテーターが一方的に講義をするのではなく、皆さんが感じられた
ことや、考えられたことを大切にしながら共に学びあいます。
　そのためには、皆さんが安心して話せて、できるだけ本音で語り合える場にしたいも
のです。
　皆さんが安心して学びを深めるために必要なこととして、学習に入る前に、今日の
ルールとして次の３つをお願いします。＊板書、またはあらかじめ書いてきたものをはりだす。
　１つめは「参加」です。
　今日の学習は参加体験型学習で行います。主役は、講師ではなく、参加者の皆さんで
す。ですから、ぜひ、積極的にこの場に参加していただきたい、ということです。
　２つめは「尊重」です。
　学習の中では、参加者の皆さんどうしや、わたしとの間でいろいろなやりとりをし
ます。そこでは、「正解」や「期待された答え」はありません。できるだけ、皆さん
自身の考えを、皆さん自身の言葉で出し合っていただければと思います。いろいろな
意見が出ることと思いますが、それをお互いに尊重しあいましょう、というルールで
す。
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　中には、自分とは正反対の意見や、考えもしなかった意見もあるかもしれません。そ
れに無理やり同意する必要はありません。「違う」「おかしい」と否定するのではな
く、「なぜそう思うのですか」「わたしはこう思うんですけど」と、理解を深めようと
するというのが「尊重」という意味です。

　３つめは「守秘」です。
　意見を述べるときに、自分の経験から話される方があるかもしれません。一般論では
なく、そうしたご自身の具体的なことから話していただけるのは大歓迎です。ただ、そ
のお話は、この学習の枠組みの中、グループでの話し合いの関係性の中で出してくだ
さったものですから、学習の場から持ち出さないようにしてください。
　自分の経験や出来事について、誰に、どこまで、どんなふうに話すかを決められるの
は、その人自身だけです。「いい話だから」といっても、勝手に紹介するのではなく、
話すならその本人に確認してからにしてください。もちろん、学んだエッセンス、ご自
分が学習を通して考えたことなどは、どんどん他の方に話して分かち合ってください。
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71用語解説

●ワークショップ
ワークショップ（workshop）とは、もともと「職場」「作業所」「工房」を意味し、みんなで意見交換や共
同作業を行いながら進める「参加体験型」学習のことをいいます。指導･被指導の関係で学ぶ学習でな
く、参加者が積極的に他者の意見や発想から“学びあい”、最後にみんなで自らの“ふりかえり”をすると
いう、学習のプロセスでの学びを大切にします。問題解決を図るとともに、態度や技能（スキル）を身につ
けられるという特徴があります。

●ファシリテーター
ワークショップを進行する人をファシリテーター（facilitator）と呼んでいます。単に進行役といってもよ
いのですが、「活性化させる」と言う意味を持つファシリテーターの方が、実際に期待されている役割に
近い言葉になっています。話し合いの交通整理をする議長役だけでなく、話し合いの素材になるものを
用意し、そして時間管理を行いながら全体を進行する役目をするなど、さまざまな複合的な能力が必要
とされています。

●プログラム
ワークショップ全体としての目的やねらいを達成するために、アクティビティや講義などを組みあわせて
つくる１つの流れです。学習を進めていくうえでの具体的なプロセスを示しています。

●アクティビティ
アクティビティとは、１つの素材、話し合いの材料を使ったまとまりのある学習活動のことで、プログラ
ムを構成する１つの部品の役目をしています。

用 語 解 説
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人権学習シリーズの紹介

結婚を考える
　ロールプレイ「あなたの理想の結婚は？」
　タイムライン「シンデレラの一生」
結婚にかかわる偏見や差別を考える
　シミュレーション「結婚ー私の紹介状」
　三角ディベート「恋人はサーファー」
結婚差別を乗り越えるポイントを考える
　ベクトル分析「結婚差別ープラスのちから」
　ケースメソッド「成功と破綻ー未来を分けたものは」
　ディベート「反対する側　される側」
　つながりの輪「あなたに伝えたいこと」

人権学習シリーズvol.1
『結婚？幸せ』

1学習をより効果的に進めるために
　●アイスブレイキング小ネタ集
　●自己肯定感情を高める
　　①わたしのいいところ・
　　　あなたのいいところ
　　②わたしの情報BOX
2「働く」意味を考える
　●働くことの意味を考える
　　①『十五少年漂流記』のように
　　②ライフプランシートを作成しよう
　　③“ワーク＆ライフ”バランスを
　　　考えよう！
　　④労働者の権利を考える

　●多様な職業観・働き方を考える
　　①さまざまな働き方
　　　メリット？デメリット？
　　②消費者から生産者へ
　　③わたしが社長なら？
　●共にいきいきと働くために
　　①ターニングポイントはこれだった
　　②女性が働く≠男性が働く…？
　　③あなたが面接官

人権学習シリーズvol.2
『働く』

　人権学習シリーズvol.1〜vol.6及び入門ガイドは、人権について学び、考えるための教材として、下記の通
り刊行されています。本人権学習シリーズvol.7と併せてご活用ください。
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第一部
気づく
　❶聴くことからはじめよう
　❷コミュニケーション10のポイント
　❸こんな人をさがそう
　❹私はだれでしょう？
　❺10人のおとなたち
　❻あいさつをつくろう
　❼シールで仲間わけ
　❽より良いコミュニケーションを
　　するために
深める
　❶D.I.E.メソッド

　❷言い返す
　❸まちをみる
　❹宇宙人がやってきた
　❺避けるー「住む」を避ける差別
解決
　❶できる三か条
　❷地域づくりで大切なものランキング
第二部
本文編
（現状の洗い出し／整理と課題抽出／解決に向けた活動）
事例編
（現状の洗い出し／整理と課題抽出／解決に向けた活動）

人権学習シリーズvol.3
『暮らす』

1私たちの多様性
　多様な感情とその扱い
　多様な見方・考え方
　知ってる！知らない？わたしの立場
　「ちがい」と「まちがい」
2多様性と人権課題
　フツーの感覚？
　ガラスの天井を越えて
　さまざまな性と生
　ニートは困った人？

3多様性を読み解く視点や概念
　“うわさ”をよむ
　これぞ不平等？
　オークション体験で考える平等

人権学習シリーズvol.4
『ちがいのとびら−多様性と受容−』

人権学習シリーズvol.5
『ぶつかる力 ひきあう力−対立と解決−』

人権学習シリーズvol.6
『同じをこえて−差別と平等−』

■平等のスタートライン－運動
会で考える能力と平等－	■運
動会の昼食	弁当？	給食？－社
会的格差と平等－	■その「ちが
い」は何のため？－女性専用車
両で考える特別な措置－	■不
安が排除に変わるとき－分ける
ことと差別－	■差別は「する」も
の…？－構造としての差別－

「対立」に向き合う姿勢づくり
さまざまな立場　みんな当事者
「暴力」はわたしには関係ない？!
職場のセクシュアル・ハラスメント
パワハラを知っていますか？
障害者とともに
「対立」に向き合うスキル
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　人権学習を充実させるために、人権学習の課題や学習者の状況などを想定しながら、人権学習をどのよう
に組み立てていくのかを検討し、『人権学習プログラムづくりの原理－人権学習カリキュラム検討委員会報告
書－』としてまとめました。また、これを広く普及するために『人権学習のプログラムづくり』を作成しました。

はじめに
1 人権学習の基本的な考え方
　人権学習の現状と課題をふまえて、
　人権学習がめざす目標と方向を考える
2 人権学習の領域と内容から学習を

構想する。
人権学習で学ぶ内容と、それをどの
ような流れで学ぶのかということを考
える

3 人権学習の企画
～どのようにプログラムを作るか～

4 人権学習のための教育技法
プログラムの中で、講義や参加体
験型学習など、さまざまな学習手法
と、それを活用する上での留意点を
考える

　人権概念構成図
人権概念と具体的な人権問題の学
習との関係
人権内容構成図
人権（権利）の内容と具体的な人権
問題の学習との関係

『人権学習プログラムづくりの原理 −人権学習カリキュラム検討委員会報告書−』

01  どのような人権学習が
     求められているのでしょうか？
　1	普遍的な人権と具体的な人権問題

とを結びつける人権学習
　2	「心の問題から」「社会の問題」に

つなぐ人権学習
　3	人権の文化をつくる人権学習、

社会参加をめざす人権学習
　4	学習自体が人権としての

意味を持つ人権学習
02  どのように人権学習プログラムを

つくるのでしょうか？
　1	学習ニーズの把握
　2	学習目標・テーマの設定
　3	学習プログラムの作成
　4	実施
　5	評価・分析とフィードバック
　こんな学習をめざそう

03  どのように学習内容を
     組めばよいのでしょうか？
　	【人権概念構成図－人権の概念と
具体的な人権問題の学習との関係－】

　	【人権内容構成図－人権（権利）の内
容と具体的な人権問題の学習との
関係－】

　（1）	自分から他者、そして社会へと
広げるカリキュラム

　（2）	ひとつの人権概念を学ぶ
カリキュラム

　（3）	権利の内容で人権問題を学ぶ
カリキュラム

　大切にしたい視点
04  どのような学習方法が
     あるのでしょうか？
05  ゆたかな人権学習で
     ゆたかな社会を

『人権学習のプログラムづくり』

人権学習シリーズ入門ガイド『初めてのファシリテーター』

学習プログラムの解説
多様な見方・考え方
（人権学習シリーズVol.4より）

「対立」に向き合う姿勢づくり
（人権学習シリーズVol.5より）
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ご感想･ご意見をおよせください
 FAX06-6210-9286 

大阪府府民文化部人権室
人権学習シリーズvol.7『みえない力−つくりかえる構造−』

冊子のご活用、ありがとうございました。
今後の事業の参考にさせていただくために、以下の質問にお答えください。

（1）この冊子は、どのような場で使われましたか？
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

（2）この冊子をお使いになった、ご感想やご意見がありましたらお書きください。
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ご協力ありがとうございました。
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